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主    文 

１ 本件控訴をいずれも棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 5 

  １ 原判決を取り消す。 

 ２ 熊本県知事が、平成２７年１１月３０日付けで控訴人Ａに対してした控訴人

Ａの水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 

 ３ 熊本県知事は、控訴人Ａに対し、公害健康被害の補償等に関する法律４条２

項に基づき、控訴人Ａがかかっている疾病が、熊本県の区域のうち、水俣市及10 

び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域に係る水質の汚濁

の影響による水俣病である旨の認定をせよ。 

 ４ 熊本県知事が、平成２７年１１月３０日付けで控訴人Ｂに対してした控訴人

Ｂの水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 

 ５ 熊本県知事は、控訴人Ｂに対し、公害健康被害の補償等に関する法律４条２15 

項に基づき、控訴人Ｂがかかっている疾病が、熊本県の区域のうち、水俣市及

び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域に係る水質の汚濁

の影響による水俣病である旨の認定をせよ。 

 ６ 熊本県知事が、平成２７年１１月３０日付けで控訴人Ｃに対してした控訴人

Ｃの水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 20 

 ７ 熊本県知事は、控訴人Ｃに対し、公害健康被害の補償等に関する法律４条２

項に基づき、控訴人Ｃがかかっている疾病が、熊本県の区域のうち、水俣市及

び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域に係る水質の汚濁

の影響による水俣病である旨の認定をせよ。 

 ８ 熊本県知事が、平成２８年５月１２日付けで控訴人Ｄに対してした控訴人Ｄ25 

の水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 
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 ９ 熊本県知事は、控訴人Ｄに対し、公害健康被害の補償等に関する法律４条２

項に基づき、控訴人Ｄがかかっている疾病が、熊本県の区域のうち、水俣市及

び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域に係る水質の汚濁

の影響による水俣病である旨の認定をせよ。 

１０ 熊本県知事が、平成２８年２月１２日付けで控訴人Ｅに対してした控訴人5 

Ｅの水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 

１１ 熊本県知事は、控訴人Ｅに対し、公害健康被害の補償等に関する法律４条

２項に基づき、控訴人Ｅがかかっている疾病が、熊本県の区域のうち、水俣市

及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域に係る水質の汚

濁の影響による水俣病である旨の認定をせよ。 10 

１２ 熊本県知事が、平成２８年２月１２日付けで控訴人Ｆに対してした控訴人

Ｆの水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 

１３ 熊本県知事は、控訴人Ｆに対し、公害健康被害の補償等に関する法律４条

２項に基づき、控訴人Ｆがかかっている疾病が、熊本県の区域のうち、水俣市

及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域に係る水質の汚15 

濁の影響による水俣病である旨の認定をせよ。 

１４ 鹿児島知事が、平成２８年２月１０日付けで控訴人Ｇに対してした控訴人

Ｇの水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 

１５ 鹿児島知事は、控訴人Ｇに対し、公害健康被害の補償等に関する法律４条

２項に基づき、控訴人Ｇがかかっている疾病が、熊本県の区域のうち、水俣市20 

及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域に係る水質の汚

濁の影響による水俣病である旨の認定をせよ。 

第２ 事案の概要 

以下、略称は、特に断らない限り、原判決添付別紙２略語呼称対照表のとお

りとする。ただし、同表中「本件各申請」については「控訴人Ｇを除く控訴人25 

らが熊本県知事に対し、控訴人Ｇが鹿児島県知事に対し、それぞれ公健法４条
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２項に基づいてした水俣病認定申請」に改める。 

１(1) 事実経過 

   控訴人らは、熊本県知事又は鹿児島県知事に対し、公健法４条２項の水俣

病認定を求めて、認定申請をした（本件各申請）。 

   熊本県知事及び鹿児島県知事は、いずれも棄却処分とした（本件各処分）。 5 

 (2) 訴訟物 

   控訴人らは、いずれも水俣病にり患したと主張して、控訴人Ｇを除く控訴

人らは被控訴人熊本県に対して、控訴人Ｇは被控訴人鹿児島県に対して、棄

却処分の取消しと、控訴人ら各人が本件区域に係る水質の汚濁の影響による

水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めている。 10 

 (3) 原判決及び控訴提起 

  原審は、控訴人らが水俣病にり患しているとは認められないとして、公健

法４条２項の認定処分の義務付けを求める訴えをいずれも却下し、その余の

請求をいずれも棄却した。 

控訴人らは、これを不服として、本件控訴を提起した。 15 

  (4) 控訴人Ｄについて 

控訴人Ｄは、当審において、従前の主張をすべて撤回し、新たな主張をす

る。以下では、控訴人Ｄを除く６名を「控訴人ら６名」ということがある。 

２ 関連法令の定め等 

    原判決第２編第１章（原判決３頁６行目から４頁１６行目まで。引用される20 

原判決添付別紙を含む。）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

３ 前提事実 

  原判決第２編第２章（原判決４頁１７行目から６４頁６行目まで。引用され

る原判決添付別紙を含む。）に記載のとおりであるから、これを引用する。た

だし、次のとおり補正する。 25 

  (1) 原判決１５頁１９行目「激減していた。」の次に「同じく水俣市の湯堂や
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月浦での昭和３１年の漁獲高も、上記４年間の１３～２８％程度にまで激減

した。」を加える。 

  (2) 原判決２５頁１８行目「甲Ｂ６９、」の次に「乙Ａ１・５２頁、１１・４

８、９６頁、乙Ｂ５１」を加える。 

  (3) 原判決３３頁１０行目「以下、神経内科における平衡障害検査について説5 

明する。」を削除する。 

  (4) 原判決３８頁２１行目から２２行目までの「「Ⅰ４」の正常値等は、審査

会資料説明書（総論）（乙Ａ１・５８頁）記載のとおりである。」を削除す

る。 

  (5) 原判決４３頁２０行目「ただし、」から２３行目「念頭におく必要があ10 

る。」までを「ただし、これら所見が見られないからといって、直ちに小

脳・脳幹障害の存在が否定されるものではなく、逆にこれらの所見は小脳・

脳幹障害がなくとも心因的要素によっても生じ得ることを念頭においておく

必要がある。」に改める。 

  (6) 原判決４４頁１９行目末尾と２３行目末尾にそれぞれ「（弁論の全趣旨）」15 

を加える。 

  (7) 原判決４５頁３行目「乙Ａ１・９４頁」の次に「、乙Ｂ７２」を加える。 

  (8) 原判決４６頁２６行目「指標」を「視標」に改める。 

  (9) 原判決６３頁２２行目「（顕著な事実）」を次のとおり改める。 

  「同判決は、最高裁で確定した（上告棄却・上告不受理決定）。なお、１審判20 

決は平成２６年３月３１日に、２審判決は令和２年３月１３日にそれぞれ言

い渡され、最高裁の決定は令和４年３月８日になされた。（甲Ｂ７２、乙Ｂ

２３５、２４４）」 

４ 争点等及び争点等に関する当事者の主張 

  原判決第２編第３章（原判決６４頁７行目から１４０頁１２行目まで。引用25 

される原判決添付別紙を含む。）に記載のとおりであるから、これを引用する。
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ただし、次のとおり補正する。 

 (1) 原判決引用部分の「（原告らの主張）」をいずれも「（控訴人ら６名の主

張）」に改め、当該主張及びこれに対応する被控訴人らの主張の中の「原告

ら」をいずれも「控訴人ら６名」に改める。 

  (2) 原判決６７頁１０行目「昭和２５年前後」を「昭和３０年前後」に改める。 5 

  (3) 原判決７６頁１０行目「病論」を「病像論」に改める。 

  (4) 原判決１４０頁１行目から２行目までを次のとおり改める。 

  「（控訴人ら６名の主張） 

     原判決添付別紙６－１から３及び５から７までの第１の「２ 争点に関

する当事者の主張」欄に記載のとおりである。 10 

ただし、同欄中の「（原告らの主張）」を「（控訴人Ａの主張）」のよ

うに控訴人６名それぞれ個人の主張に改める。 

   （控訴人Ｄの主張） 

水俣病は食中毒であり、「ばく露」と「関連症状のいずれか一つ」が満

たされれば、中毒症患者といえる。したがって、チッソが流したメチル15 

水銀で汚染された魚介類を食べ、手足の感覚障害があれば、水俣病にり

患したと認められる。 

そして、控訴人Ｄは、これに該当するから、水俣病にり患した。 

   （被控訴人らの主張） 

    (1) 控訴人ら６名について 20 

原判決添付別紙６―１から３及び５から７までの第１の「２ 争点に

関する当事者の主張」欄に記載のとおりである。 

      ただし、原判決添付別紙６－１から３、５及び６については、「（被

告らの主張）」を「（被控訴人熊本県の主張）」に改め、同別紙７につ

いては、「（被告らの主張）」を「（被控訴人鹿児島県の主張）」に改25 

める。 
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    (2) 控訴人Ｄについて 

被控訴人熊本県において、控訴人Ｄの主張を争う。」 

 ５ 控訴人ら６名の主な控訴理由 

  (1) 公健法上の地域指定について  

    控訴人ら６名が出生、成育、居住する地域は、公健法上の第二種地域にお5 

ける指定地域として指定されており、このことをもって控訴人ら６名は濃厚

なメチル水銀にばく露したと推認できる。 

  (2) 平成７年政治的解決等の救済対象者が同居親族内に存在する場合について 

        平成７年政治的解決や特措法による救済の対象者が同居親族内にいること

は、当該控訴人のばく露歴を推認させる有力な事実である。 10 

  (3) 本件訴訟でばく露歴を否認する主張をすることについて 

    被控訴人らが本件各処分時にばく露歴を認めていた控訴人らについて本件

訴訟で否認に転じることは、連続的、段階的に設計された公健法に基づく争

訟制度の仕組み上、許されない。 

    また、否認に転じることは禁反言に反するし、本件各処分の適法性に関す15 

る主張のあり方を逸脱する不合理なものであり、許されない。 

    迅速な救済という公健法の趣旨からも許されない。 

  (4) 発症閾値について 

   ア 各種研究結果は、次のとおり、毛髪水銀値５０ｐｐｍ以下でも発症する

ことを明らかにしている。 20 

頼藤医師らの平成２１年「毛髪中総水銀濃度と神経学的所見：水俣から

の歴史的データ」と題する論文（甲Ａ４６の１・２）は、口周囲の感覚

障害がＷＨＯの基準値（メチル水銀中毒症の発症閾値は毛髪水銀値にし

て５０ｐｐｍ）以下で発現することを統計学的に明らかにしている。な

お、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド生産量の推移からみて、メチル25 

水銀の最濃厚汚染時期は昭和３５年前後であり、熊本県衛生研究所が不
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知火海沿岸住民の毛髪水銀値調査を実施したのも同時期であることから

すれば、研究結果の信用性を左右するほど測定時期のばく露量が実際の

ばく露量より低下していたとはいえない。 

丸山公男（以下「丸山」という。）の平成２５年「毛髪水銀濃度とメチ

ル水銀中毒症の関連について」と題する論文（甲Ａ４４）や、丸山らの5 

平成２４年「新潟（日本）におけるメチル水銀曝露－１０３名の成人の

神経学的検査結果」（甲Ｂ１８の１・２）は、ＷＨＯの基準値未満のメ

チル水銀ばく露によって、メチル水銀中毒症が生じ得る可能性が示唆さ

れた旨結論付けている。 

金城芳秀（以下「金城」という。）らの平成５年「毛髪中水銀濃度から10 

みた水俣病発症閾値に及ぼす性・年齢の影響」と題する論文（甲Ａ４５）

は、閾値（９５％信頼区間）について、男３２．１（２０～５０）ｕｇ

／ｇ、女３７．９（３０～４８）ｕｇ／ｇであり、毛髪水銀濃度と行政

認定患者との対応関係を調べると、毛髪水銀濃度１０～５０ｐｐｍの認

定患者が５７名（男性２０名、女性３７名）で、認定患者全体１２１名15 

の４７％と半数近くに上る旨報告している。 

   イ クライテリア１０１が根拠とする椿教授の論文（甲Ｂ１の１の１０）は、

サンプル数が少ない上に、サンプルの最小値をもって発症閾値としてお

り、問題がある。同じく根拠とされたバキルらの論文（甲Ｂ２５）は、

約７週間という短期間に採血されたサンプルを基にしているし、追跡調20 

査の報告もない。 

     クライテリア１０１は、問題のある論文を根拠としており、採用するこ

とができない。 

  (5) 感覚障害のみの水俣病について 

    原判決の判断は、感覚障害のみが認められる場合に、それが他の疾患によ25 

る可能性が少しでもあれば、水俣病と認定しないとするに等しい。 
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    しかし、平成２５年最高裁判決は昭和５２年判断条件に定める症候の組合

せが認められない四肢末端優位の感覚障害のみの水俣病を否定し得る科学的

な実証はないと判示しているのであるから、原判決の上記判断は同最高裁判

決に反する。また、四肢末端優位の感覚障害は、水俣病における最も基礎的

又は中核的な症候として位置付けることができ、その感覚障害が他の原因に5 

よることを疑わせる事情は抽象的な可能性では足りないというべきである。

疫学的観点においても、感覚障害のみの水俣病患者は多数に上っている。 

(6) 感覚障害の乖離について 

    水俣病の感覚障害は表在感覚、深部感覚及び複合感覚のいずれもが低下

（鈍化）するのが典型例であるというのは誤りである。 10 

    文献上３つの感覚が低下するのは重症例とされているし（乙Ｂ７）、内野

医師は水俣病患者１００名中２１例につき振動覚が正常であったと報告して

いる（甲Ｂ１の１の３２）。椿教授の報告（甲Ｂ１の１の１０）や立津教授

らの報告（甲Ｂ１の１の２７）でも感覚障害の乖離が指摘されている。海外

の文献でも、所見の乖離が生じる場合について、大脳皮質の感覚障害によっ15 

てすべての感覚の種類が等しく障害されるわけではないと明確に指摘されて

いる（甲Ｂ８７の１・２）。 

(7) 感覚障害所見の変動について 

    大脳皮質障害では感覚障害所見の変動は当然に生じるのであり、この所見

の変動が大脳皮質障害の特徴である。なお、微量のメチル水銀に長期にわた20 

ってばく露され、継続して神経細胞の脱落を引き起こした場合には、一過性

の障害ではなく、経時的な症状の変化が生じてしかるべきである。 

また、水俣病認定患者の実態として、感覚障害の所見が変動する症例が多

数報告されている。その原因は、水俣病による感覚障害が中枢神経障害であ

り、検査者の習熟度にばらつきがあること、及び被検者の応答に主観が入る25 

ことにある。 
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全身性の感覚障害の場合、比較法によっては基準となる正常な部位がどこ

であるのかを決定することが困難であり、所見の変動が出る蓋然性が高くな

る。 

控訴人ら６名のように胎児期、乳幼児期及び少年期にかけて濃厚なばく露

を受けてり患している場合、正常な知覚を認識できないのであるから、感覚5 

障害が見落とされる蓋然性が高く、所見の変動が生じやすい。 

  (8) 検査ごとに所見が一致しない理由について 

    刺激の程度は検査者により、また検査ごとに異なるため、所見が異なるこ

とがある。公的検診では四肢末端の感覚障害しか調べていないのに対し、三

浦医師らは全身性の感覚障害の有無を調べているため、所見が一致しない。10 

したがって、検査ごとに所見が一致しなくても、所見が変動したとはいえな

い場合があるのであって、水俣病り患の事実を否定すべきではない。 

  (9) 水俣病の認定要件論について 

   ア 水俣病の病像について、ハンター・ラッセル症候群の全部の症候を具備

した重篤なものを頂点とし、裾野では感覚障害のみの症状を呈するもの15 

が広がっている。り患人口が最も多いのは、感覚障害のみを発症してい

る場合である。 

     鑑別について、水俣病以外の他の疾患では、四肢末端優位の感覚障害は

あまり認められていない。 

     これらからすれば、メチル水銀ばく露歴があり、水俣病に特徴的な四肢20 

末端優位又は全身性の感覚障害を呈している場合には、当該感覚障害が

専ら他の原因によるものであることが明白でない限り、当該患者は水俣

病にり患していると認められるべきである。 

   イ また、立津教授などによる複数の調査結果からすれば、メチル水銀ばく

露の四肢末端優位の感覚障害に対する原因確率は極めて高い。したがっ25 

て、メチル水銀のばく露歴があり、四肢末端優位の感覚障害が認められ
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る場合、その感覚障害はメチル水銀ばく露に起因する蓋然性が極めて高

いという疫学的知見が導出される。 

この疫学的知見は、事実認定における経験則として適用されるべきもの

であるから、メチル水銀にばく露し、四肢末端優位の感覚障害が認めら

れれば、個別的因果関係は一応推定され、被控訴人らにおいて、それが5 

他の原因であることを積極的に反証しなければならない。 

この観点からも、り患の事実の認定は、前記アのとおりになされるべき

である。 

   ウ 原判決が判示の根拠とする衞藤剖検研究は、水俣病において感覚障害の

みを呈する場合の発生頻度は低いとするが、病因論的病名である水俣病10 

について、症候論的病名による疾患の診断法にすぎない病理診断によっ

て診断可能としている点で誤っている。また、メチル水銀ばく露と病理

所見との関係を示す定量的データがないにもかかわらず、真の水俣病の

病理所見を主観的に設定しており、どのような病理所見を真の水俣病と

し、それ以外の病理所見をそうでないとするのかの境界線や判断基準を15 

明らかにしていない。わずか２１例を基に一般的な頻度を論じることが

できるのかという疑問もある。したがって、衞藤剖検研究を根拠に、感

覚障害のみの水俣病の発生頻度は低いとすることはできない。 

  (10)公的検診について 

   ア 公的検診における表在感覚検査は、部位比較法が採られているため、全20 

身性感覚障害の捕捉が困難となる。また、四肢末端の感覚の低下を見る

ために対照部位とされた胸部や顔面にも感覚障害がある場合には、四肢

末端の感覚の低下がみられないとする判定結果が出てしまう。 

     痛覚検査は、刺激の強さが検査者の感覚に委ねられるため、痛覚障害の

把握が一貫したものとはならない。 25 

     二点識別覚検査も行われていない。 
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     検査者は、水俣病の感覚障害が大脳皮質性のものであることを念頭に置

いて検査に臨むべきであるが、末梢神経の感覚障害であると認識して検

査をすると、虚偽の回答がなされたとか、心因性によるものであるなど

と判断するおそれがある。 

   イ 本件訴訟で提出された公的検診の検診録は、検診医の氏名にマスキング5 

が施されており、正確性が担保されていない。控訴人ら６名は控訴人Ｅ

及び同Ｆの公的検診の検診医の証拠申請をしたが、裁判所はこれを却下

した。このような訴訟指揮は不当であるし、尋問を経ていない以上、控

訴人Ｅと控訴人Ｆについて表在感覚障害は認められないとした検査結果

は、水俣病り患の事実を判断するための証拠とすることはできない。 10 

     また、検診録には判定結果のみが記載されており、判定根拠が不明であ

る。 

   ウ これらからすれば、公的検診は信用できない。 

  (11)三浦医師らの診断及び検診について 

    三浦医師らは、定量刺激知覚法による感覚検査を行った。定量的な感覚検15 

査は被検者の応答における真実性を確保し、所見の評価における客観性の確

保を図るものであり、その診断結果は信用できる。 

また、三浦医師らは、その感覚障害が末梢神経の障害によるものか大脳皮

質の損傷によるものかを判別する目的で複合感覚検査（二点識別覚検査）を

追加して行った。二点識別覚検査での異常所見は大脳皮質の損傷を示唆する20 

ものであり、同検査は有用である。 

(12)神経伝導検査について 

  原判決は、神経伝導検査の結果の評価について、山本医師の意見書(乙Ｂ

１１２、１２５)のみに依拠しており、不相当である。また、山本医師が示

す基準値は、複数の出典から引用されているのみならず、標準偏差を２倍に25 

換算し忘れるなど誤りがある。 
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  そして、控訴人ら６名は、いずれも同検査の値に異常はないか、異常を疑

うべき値ではなく、末梢神経障害を疑うことはできない。 

  (13)高次脳機能障害について 

    胎児や小児は、メチル水銀にばく露すると、その未成熟な状態の脳が障害

される。各種調査によると、メチル水銀ばく露と、知的障害や認知機能の低5 

下との関連性が示されるなどしている。そこで、頼藤医師は、平成２４年か

ら平成２６年にかけてと令和２年に、主に未認定者を対象にＷＡＩＳ－Ⅲ、

レイ複雑図形検査、慶應版ウィスコンシンカード分類検査等を実施したとこ

ろ、非ばく露群と比較すると、低・中濃度ばく露者について、各種検査結果

が芳しくないとの結果が得られた（以上につき、甲Ｂ８８）。このように、10 

メチル水銀ばく露によって高次脳機能の低下を来す者が存在することが明ら

かとなった。これらからすれば、メチル水銀ばく露歴と高次脳機能障害の事

実が認められれば、水俣病にり患したとの事実が推認されるというべきであ

る。 

    そして、控訴人ら６名は、程度の差はあれ、いずれも高次脳機能に障害が15 

認められるから（甲Ｂ９３）、メチル水銀ばく露歴と併せれば、控訴人ら６

名は水俣病にり患したと認められる。 

(14)控訴人ら６名それぞれの個別の主な控訴理由 

    後記第３で判断する際に併せて摘示する。 

 ６ 控訴人Ｄの主な控訴理由 20 

   前記４(4)で補正したとおりである。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も、原判決と同様に、控訴人らが水俣病にり患したとは認められな

いと判断する。その理由は次のとおりである。 

 ２ 水俣病に関する基本的事実の経過等 25 

   原判決第３編第１章（原判決１４０頁１４行目から１９１頁２５行目まで。
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引用される原判決添付別紙を含む。）に記載のとおりであるから、これを引用

する。ただし、次のとおり補正する。 

  (1) 原判決１４０頁２６行目「乙Ｂ４・３７頁」の次に「、２２５」を加える。 

  (2) 原判決１４６頁２５行目から２６行目にかけての「昭和３７年度の調査結

果において、水俣地区民の水銀含有量は」を「昭和３７年度の調査結果（昭5 

和３８年５月報告）において、水俣地区民の水銀含有量は」に改める。 

  (3) 原判決１５７頁１５行目「１８検体」を「１９検体」に、２６行目「２２

７」を「乙Ｂ２２７」にそれぞれ改める。 

  (4) 原判決１６１頁１１行目と１２行目の「申請」をいずれも「申立て」に改

める。 10 

  (5) 原判決１６２頁６行目「昭和４４年」を「昭和４３年」に改める。 

  (6) 原判決１６３頁３行目「同年４月」を「平成２年４月」に改める。 

  (7) 原判決１６４頁２０行目「乙Ｂ２２７」の前に「甲Ａ３６、」を加える。 

  (8) 原判決１６６頁１０行目「…」の次に「外部比較では、曝露地域の全ての

症状の有病割合は有明地域より高かった。」を加える。 15 

  (9) 原判決１７１頁２１行目「１１９、」の次に「１３３、」を、２２行目

「１６頁」の次に「、１２８頁」をそれぞれ加える。 

  (10)原判決１７４頁１５行目末尾に「（甲Ｂ２の１・３６頁）」を加える。 

  (11)原判決１７６頁１１行目から１２行目にかけての「三浦医師ら」の次に

「又はその他の医師」を加える。 20 

  (12)原判決１７８頁１行目「医学部卒業」の次に「後」を加える。 

  (13)原判決１８１頁 1 行目「さらに、」の次に「上記２６９名のうち」を加え

る。 

  (14)原判決１８２頁２３行目「甲Ｃ４の８・④」の前に「甲Ｃ３の９添付文献

３６８頁以下、」を加える。 25 

  (15)原判決１８６頁８行目「感覚障害」を「表在感覚障害」に改める。 
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 ３ 水俣病の病像等に関する事実 

   原判決第３編第２章（原判決１９１頁２６行目から２２５頁２５行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。 

  (1) 原判決１９５頁１４行目「乙Ａ１１・４３頁」を次のとおり改める。 

「乙Ａ１１・４２、４３頁、乙Ｂ９４・１２、１３頁、１１２・２頁。これに5 

対し、控訴人ら６名は、表在感覚、深部感覚及び複合感覚のいずれもが低下

するのは、水俣病の典型例ではなく、重症例であると主張する。しかし、補

正後の原判決第３編第４章第１の２(1)ウ（原判決２３６頁２５行目）に判

示のとおり、メチル水銀ばく露を受けた場合には、頭頂葉の中心後回領域

（感覚の高次中枢）が障害されるのであるから（乙Ｂ７）、そこが司る感覚10 

の全体（乙Ｂ１２０）、すなわち表在感覚、深部感覚及び複合感覚のいずれ

もが低下すると考えられ、これをもって典型例ということができる。平成３

年１１月２６日の中央公害対策審議会「今後の水俣病対策のあり方について」

答申（以下「平成３年１１月２６日付け中公審答申」という。）も、水俣病

に見られる四肢末端の感覚障害について、典型的には、表在感覚、深部感覚15 

及び複合感覚が低下するとしている（乙Ａ１１・１８２頁）。控訴人ら６名

の上記主張は採用することができない。」。 

  (2) 原判決１９８頁２１行目末尾に「山本医師も同趣旨の意見を述べる（乙Ｂ

９９・３頁）。」を加える。 

  (3) 原判決１９９頁１１行目「また加齢により高くなる」を「また加齢により20 

病的な意義がなくその閾値が上昇することがある」に改める。 

  (4) 原判決２０３頁２行目「暗転」を「暗点」に改める。 

  (5) 原判決２１７頁１０行目及び１３行目の「乙Ｂ８」をいずれも「乙Ｂ９」

に改める。 

  (6) 原判決２１７頁２６行目「乙Ｂ１３・５２９頁」を「乙Ｂ２・１２頁」に25 

改める。 
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 ４ 控訴人らのメチル水銀ばく露の有無及び程度に関する共通事項（争点１） 

   原判決第３編第３章（原判決２２５頁２６行目から２３４頁１８行目まで。

引用される原判決添付別紙を含む。）に記載のとおりであるから、これを引用

する。ただし、次のとおり補正する。 

(1) 原判決２３４頁６行目「したがって、」から８行目末尾までを次のとおり5 

改める。 

「また、感覚障害のみが認められる場合や、メチル水銀ばく露が終了してから

相当期間経過後の発症の有無等に関する後記判示からすれば、平成７年政治

的解決や特措法による救済を受けるための要件（補正後の原判決の前提事実）

のみでは必ずしも水俣病り患の事実が認定できるものでもない。したがって、10 

上記救済者が同居親族内にいるという事実は、水俣病り患の事実を認定する

に当たって、同居親族内に上記救済のための要件を満たす者がいるという限

りの証明力を有するにとどまる。」 

(2) 原判決２３４頁９行目「原告らは」を「控訴人ら６名は」に改める。 

 ５ 水俣病の病像論（争点２－１） 15 

   原判決第３編第４章第１（原判決２３４頁２０行目から２４１頁５行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。 

(1) 原判決２３６頁２０行目から２４行目を次のとおり改める。 

「 内野慢性水俣病研究では、全身の感覚障害が認められた認定患者の存在が

指摘されるが（前記第１章第１１の６）、内野医師自身が、全身性といって20 

も痛覚のみで触覚は障害されていないことや、痛覚及び触覚の双方が障害さ

れている症例であっても心理的な影響を受けた可能性があることを指摘し、

同研究について、全身性感覚障害が水俣病に見られることを証明したもので

はないと明らかにしている（乙Ｂ２５９）。」 

(2) 原判決２３７頁１３行目から１５行目を次のとおり改める。 25 

「 内野慢性水俣病研究では、感覚乖離が見られる認定患者の存在が指摘され
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るが（前記第１章第１１の６）、内野医師自身が、表在感覚の低下と深部感

覚の低下の乖離が少ないという結果であると指摘し、同研究について、感覚

障害の乖離があることを裏付けるものではないと明らかにしている（乙Ｂ２

５９）。」 

６ 水俣病の発症閾値論等（争点２－２） 5 

  原判決第３編第４章第２（原判決２４１頁６行目から２４２頁５行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、２４２頁１行目末尾を

改行して、次のとおり加える。 

 「頼藤医師の上記指摘は採用することができない。 

また、原田医師は、毛髪水銀値５０ｐｐｍについて、世界的な傾向として、10 

成人にとっても安全の基準とはならないと指摘している（前記第２章第２の

３(3)。原判決２１９頁９行目）。しかし、その根拠は明らかではなく、か

えって、平成２年に出されたクライテリア１０１では、毛髪水銀値５０ｐｐ

ｍについて、成人の神経学的障害の危険性は低いとされていることと相容れ

ない。原田医師の上記指摘は採用することができない。」 15 

 ７ 感覚障害のみの水俣病の有無及びその評価（争点２－３） 

   原判決第３編第４章第３（原判決２４２頁６行目から２２行目まで）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

 ８ メチル水銀ばく露が終了してから相当期間経過後の発症の有無（争点２－４） 

   原判決第３編第４章第４（原判決２４２頁２３行目から２４４頁１０行目ま20 

で）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

 ９ 長期微量汚染型水俣病（争点２－５） 

   原判決第３編第４章第５（原判決２４４頁１１行目から２４５頁１６行目ま

で）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決２４４頁１

２行目「原告ら」を「控訴人ら６名」に改める。 25 

１０ 控訴人らが水俣病にり患しているか否かについての基本的な判断枠組（争
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点３－１） 

  原判決第３編第５章第１（原判決２４５頁２０行目から２５０頁９行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。 

(1) 原判決２４９頁２５行目及び２５０頁９行目の「原告ら」をいずれも「控

訴人ら６名」に改める。 5 

(2) 原判決２５０頁５行目「しかし、」を「まず、立証責任の所在について、

水俣病り患の事実は、控訴人らに立証責任がある。そのうえで、立証の程度

についてみると、」に改める。 

１１ 三浦医師らの診断及び検診の信用性（争点３－２） 

  原判決第３編第５章第２（原判決２５０頁１０行目から２５３頁５行目まで）10 

に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。 

 (1) 原判決２５０頁１７行目「９月」を「８月」に改める。 

(2) 原判決２５０頁２０行目及び２５２頁１８行目の「原告ら」をいずれも

「控訴人ら６名」に改める。 

 (3) 原判決２５１頁２３行目「通常範囲」の次に「（健康成人では、後方への15 

移行は少なく、前方への移行も１００歩で１００ｃｍ以内である。）」を加

える。 

 (4) 原判決２５１頁２５行目「他の平衡機能検査」から２５２頁１行目末尾ま

でを「他の平衡機能検査の結果や、被験者の検査に対する理解の度合い、身

体状況、年齢等を総合して判断する必要がある（乙Ｂ７７、１９３）。」に20 

改める。 

１２ 公的検診録の信用性（争点３－３） 

  原判決第３編第５章第３（原判決２５３頁６行目から２４行目まで）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

  ただし、原判決２５３頁７行目及び８行目の「原告ら」をいずれも「控訴人25 

ら６名」に改める。 
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１３ 所見の変動の許容性（争点３－４） 

  原判決第３編第５章第４（原判決２５３頁２５行目から２５５頁６行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決２５４頁８行目、

１０行目、２０行目及び２５５頁６行目の「原告ら」をいずれも「控訴人ら６

名」に改める。 5 

１４ 他の原因の可能性（争点３－５） 

  原判決第３編第５章第５（原判決２５５頁７行目から２１行目まで）に記載

のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決２５５頁８行目「特異

的な」を削除する。 

１５ 控訴人ら６名の主な控訴理由に対する判断（控訴人ら６名それぞれの個別10 

の控訴理由に対する判断を除く。） 

  (1) 公健法上の地域指定について 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(1)のとおり主張する。 

しかし、第二種地域で出生等したことはメチル水銀ばく露の事実を認定さ

せる事実上の推定力はあるとしても、魚介類の摂取量や頻度は各人により15 

様々であるのは当然であって、個別に判断されるべきものである。同地域で

の出生等の事実から直ちに濃厚なメチル水銀ばく露の事実が推認されるもの

ではない。控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

  (2) 平成７年政治的解決等の救済対象者が同居親族内に存在する場合について 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(2)のとおり主張する。 20 

    これについては、前記４(1)のとおり原判決を補正するのが相当である。 

  (3) 本件訴訟でばく露歴を否認する主張をすることについて 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(3)のとおり主張する。 

    しかし、被控訴人らが本件訴訟において本件各処分時と異なる主張をする

ことを禁じる法令上の直接の根拠は見当たらないし、異なる主張をすること25 

が直ちに禁反言により許されないものではない。公健法１条の定めは控訴人
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ら６名が主張するとおりであるが、被控訴人らの主張を制限する理由にはな

らない。控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

  (4) 発症閾値について 

   ア 控訴人ら６名は、前記第２の５(4)のとおり主張する。 

     しかし、補正後の原判決第３編第４章第２（原判決２４１頁６行目）に5 

認定判示のとおり、化学物質による中毒症は一般的に発症閾値を超えな

い場合には発症しないと認められ、補正後の原判決第３編第２章第２の

３（原判決２１６頁１７行目）の認定事実からすれば、成人のメチル水

銀中毒症の発症閾値は、毛髪水銀値にして５０ｐｐｍであると認められ

る。 10 

イ 頼藤医師の論文は、補正後の原判決第３編第４章第２の３（原判決２４

１頁２２行目）のとおり、採用することができない。なお、チッソ水俣工

場のアセトアルデヒドの生産実績が最大になったのが昭和３５年であるの

は控訴人ら６名が指摘するとおりであり（補正後の原判決第３編第１章第

５の１。原判決１５１頁７行目）、熊本県衛生研究所が毛髪水銀値調査を15 

行った昭和３５年から昭和３６年と同時期である。他方で、メチル水銀の

排出量は、アセトアルデヒド廃水に施された処理の有無や内容によって上

下したと推測されており（補正後の原判決第３編第１章の第５の２。原判

決１５１頁１２行目）、必ずしもアセトアルデヒドの生産量とメチル水銀

の排出量が比例関係にあるものではない。補正後の原判決が判示するとお20 

り、ばく露時点に比べて測定時点の毛髪水銀値が低下していた可能性は否

定できない。加えて、神経学的所見がとられたのは昭和４６年であり（甲

Ａ４６の２）、毛髪水銀値調査から１０年以上が経過しており、被検者の

発症時の体内蓄積量は不明というほかない。 

丸山（ら）の論文は、毛髪採取の時期と発症時期が明らかでなく、発症25 

時における体内蓄積量は不明であって、そのまま採用することはできな
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い。 

金城らの論文は、資料中の毛髪水銀濃度がばく露期間の最大値ではない

としており、発症閾値を示すものとはいえない。 

これらからすれば、控訴人ら６名が指摘する論文によっても、発症閾値

に関する控訴人ら６名の主張を裏付けることはできない。 5 

   ウ クライテリア１０１の根拠の一つである椿教授やバキルらの論文の信用

性は、控訴人ら６名の主張によっても否定されるものではないし、クラ

イテリア１０１の見解は、その他の研究結果も踏まえて策定されている

こと、策定後も国際的な検証が行われていること（原判決第３編第２章

第２の３。原判決２１６頁１７行目以下）、以上の事情からすれば、信10 

用性が認められ、これを採用することができる。 

   エ 以上の次第であるから、控訴人ら６名の前記主張は採用することができ

ない。 

  (5) 感覚障害のみの水俣病について 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(5)のとおり主張する。 15 

    しかし、感覚障害は非特異的な症候であるし、感覚検査では診断バイアス

が現れること等からすれば、感覚検査の所見だけで特定の疾患であると診断

することはできないというのが医学的な知見であると認められる（複数の文

献や脳神経内科の医師が同趣旨を述べる。乙Ｂ２２、７８、２５６、２５８、

２７５の２、２７６、２７７の１、２８０、２８１、２８２）。そして、平20 

成２５年最高裁判決は、昭和５２年判断条件に定める症候の組合せが認めら

れない四肢末端優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な実

証はないと判示しているのであって、感覚障害が認められれば直ちに水俣病

り患の事実が推認されるというものではない。 

    同判決が判示するとおり、水俣病り患の事実の有無は、経験則に照らして25 

個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討して、判断される
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べきものである。そして、その総合判断に当たっては、り患の事実の立証責

任は控訴人らにあることを前提に、補正後の原判決が判示するとおり、メチ

ル水銀中毒症に潜伏期間があると認められることに加えて、衞藤剖検研究で

は、四肢末端優位の感覚障害が認められる者についての剖検結果、水俣病固

有の病理所見が認められたのは９．５％に過ぎなかったこと、長期微量汚染5 

によるり患の可能性が認められないこと、各症候が非特異的であること、以

上の事情からすれば、感覚障害が他疾患によるものである可能性がある場合

には、それが医学的に排斥されない限り、証明力の問題として、感覚障害が

メチル水銀ばく露により起こる神経系疾患によるものである可能性は減殺さ

れる（感覚障害が認められたとしても、それが他疾患による可能性が排斥さ10 

れない場合には、水俣病り患の事実を推認させる証明力が弱まる。）という

べきである。 

    控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

  (6) 感覚障害の乖離について 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(6)のとおり主張する。 15 

    しかし、水俣病に認められる感覚障害は、表在感覚、深部感覚及び複合感

覚のいずれもが低下するのが典型例であることは、前記３(1)及び補正後の

原判決第３編第４章第１の２(1)ウ（原判決２３６頁２５行目）の判示のと

おりである。 

    内野医師の報告（内野慢性水俣病研究。甲Ｂ１の１の３２）は、前記５20 

(2)で補正したとおり、内野医師自身が感覚障害の乖離をいうものではない

と明らかにしている。立津教授らの報告（熊大二次研究班調査。甲Ｂ１の１

の２７。甲Ｂ２８と同じ）も、補正後の原判決第３編第１章第１１の３（原

判決１７９頁２６行目）に認定のとおり、一斉検診による調査結果であって、

感覚障害の原因がメチル水銀ばく露によるものか、他の原因によるものか明25 

らかではない。したがって、感覚障害の乖離が認められたとしても、それが
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水俣病にり患したとは認められないものである可能性は否定できず、上記各

報告によっても、感覚障害の乖離が認められないことが水俣病の典型的な病

像であることを否定することにはならない。 

また、椿教授の報告（甲Ｂ１の１の１０）は、新潟水俣病の実態と原因を

明らかにするために、初期段階で診断基準の枠を定めずに診断された結果で5 

あって、感覚障害の乖離が認められないことが水俣病の典型ではないことを

示すものとはいえない。 

控訴人ら６名が指摘する海外の文献（甲Ｂ８７の１・２）は、第一次体性

感覚野の病変は、反対側の半身での感覚の低下を伴うが、すべての感覚の種

類が等しく障害されるわけではない旨を指摘するにとどまり、メチル水銀ば10 

く露による場合の典型例を否定するものではない。 

    控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

  (7) 感覚障害所見の変動について 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(7)のとおり主張する。 

    ここでは、メチル水銀ばく露による感覚障害の発生機序という点と、感覚15 

検査の性質という点から検討すべきである。 

まず、発生機序という点から検討すると、補正後の原判決第３編第２章第

１(2)（原判決１９３頁１９行目）及び第４章第１の２(1)ウ（原判決２３６

頁２５行目）に認定のとおり、感覚障害はメチル水銀が血液の循環に従って

中心後回を障害し、神経細胞の脱落等が生じて惹起される。そして、中枢神20 

経には再生能力がなく、その器質的な障害は不可逆的であって、当該部位に

永続的に損傷が存続し、これに対応する症候も永続的に存続するのであるか

ら、感覚障害は同一部位に永続的に生じるはずである。これに反する控訴人

ら６名の主張は採用することができない。これに関し、控訴人ら６名は微量

のメチル水銀の長期ばく露による症状の経時的な変化も主張するが、補正後25 

の原判決第３編第４章第５（原判決２４４頁１１行目）に認定判示のとおり
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であり、控訴人ら６名の主張は前提を欠き採用することができない。 

次に、感覚検査の性質という点から検討すると、補正後の原判決第３編第

２章第１の２(4)イ（原判決１９７頁１６行目）に認定判示のとおり、感覚

障害の所見の有無、範囲及び程度等は、被検者の主観的な応答に依存してお

り、被検者の疲労度、精神状況などによって左右される上、検査者の習熟度5 

等でも検査結果が左右される。このように感覚検査には避けられない不安定

性があるから、感覚障害が同一部位に生じないことは十分に考えられる。こ

の限りでは、控訴人ら６名の主張は採用できるのであって、被控訴人らも所

見が変動し得ること自体は認めており、当事者間に争いがない。単に所見が

変動したというのみで器質性障害であることが否定されるものではない。 10 

    そうだとしても、障害発生の機序からすれば、その所見の変動がおよそ器

質性障害とは相容れないというほかない場合もあるのであって、補正後の原

判決第３編第４章第１の２(1)エ（原判決２３８頁４行目）に認定判示のと

おり、変動内容が著しく安定性を欠き、感覚検査に通常伴う不安定さを超え

るような場合には、水俣病り患の事実を否定すべき事情となる。 15 

    控訴人ら６名が指摘する報告は、被検者の詳細や水俣病とは異なる他疾患

の有無が不明である上、感覚検査の不安定性から生じる変動に関する場合も

あり得るから、上記報告から当然に所見の変動が大脳皮質障害の器質的障害

の特徴であるとはいえない。 

    全身性の感覚障害は、補正後の原判決第３編第４章第１の２(1)イ（原判20 

決２３６頁６行目）に認定判示のとおり、そのような症候は否定できないと

しても、所見の変動が水俣病の感覚障害に特徴的なものとする根拠とはなら

ない。また、胎児性等水俣病のために所見の認識が困難ということはあり得

るとしても、それがただちに所見の変動につながるものでもない。 

    控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 25 

  (8) 検査ごとに所見が一致しない理由について 
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    控訴人ら６名は、前記第２の５(8)のとおり主張する。 

    しかし、補正後の原判決第３編第５章第２の２（原判決２５１頁６行目）

及び後記(11)に判示のとおり、感覚検査で刺激を定量化することは不相当で

あるし、公的検診においてはすべて必要な神経所見が確認されている（証人

内野〔６頁〕）。控訴人ら６名の上記主張は、前提を欠くものであり、採用5 

することができない。 

  (9) 水俣病の認定要件論について 

   ア 控訴人ら６名は、前記第２の５(9)アのとおり、認定要件に関する主張

をする。 

     これまで判示したとおり、水俣病にり患したとの事実が認められるか否10 

かは、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総

合的に検討して判断されるべきものである。そして、四肢末端優位の感

覚障害のみが認められるなど昭和５２年判断条件に定める症候の組み合

わせが認められない場合に、当該症候が他疾患によるものである可能性

があるときは、それが医学的に排斥されない限り、証明力の問題として、15 

感覚障害がメチル水銀ばく露により起こる神経系疾患によるものである

可能性は減殺されるというべきである。控訴人ら６名の上記主張は採用

することができない。 

   イ 控訴人ら６名は、前記第２の５(9)イのとおり、疫学的知見に関する主

張をする。 20 

     しかし、疫学的知見を導出するためには、前提としてばく露群及び疾病

が明確に定義づけられる必要があり（甲Ｂ７９、乙Ｂ１３６）、控訴人

ら６名が指摘する各調査でこれがなされているか疑問がある。加えて、

疫学は、本来、明確に規定された人間集団を対象として、その中で出現

する疾病その他の健康に係る種々の事象の頻度と分布及びそれらに影響25 

を与える要因を明らかにすることを目的としており（甲Ｂ７９）、疫学
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的知見が法的因果関係の存否を判断する際の一つの事情になり得るとし

ても、個別的な事情を捨象して、直接的一般的に因果関係の存否等を判

断するための要件を定立させるものではない。 

     控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

   ウ 控訴人ら６名は、前記第２の５(9)ウのとおり、衞藤剖検研究に関する5 

主張をする。 

     水俣病は器質性疾患であり、病変の有無等について病理学的に診断する

ことは可能と考えらえる。なお、熊本大学病理学教室は、水俣病の発生

以来、４５０例に及ぶ剖検を行い（平成１１年当時）、急性例、亜急性

例、重症長期経過例、軽症長期経過例、慢性例、小児例、胎児性例に分10 

類し、また、大脳及び小脳病変をその程度に応じてそれぞれ６段階に分

類して整理している。それにより、水俣病の中枢及び末梢神経組織には

病変の生じやすい特定の部位があり、それによって特徴のある臨床症候

が現れること（この病変の分布がメチル水銀中毒としての病理学的障害

の一定のパターンと呼ばれる。）を明らかにしている（甲Ｂ９１、乙Ｂ15 

２０）。病理学に基づくこれら整理は信用でき、病理学的な診断に合理

性はある。 

     また、控訴人ら６名は、２１例という症例の少なさから一般化できない

とも主張するが、一定の障害パターンを踏まえてなされた検討であり、

信用できるというべきである。 20 

     控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

  (10)公的検診について 

   ア 控訴人ら６名は、前記第２の５(10)アのとおり主張する。 

     全身性の水俣病はあり得るものの非常にまれであり、全身一律に感覚脱

失している場合には、日常生活を送ることが困難とされる（証人内野25 

〔５５頁〕）。感覚検査は日常生活上の支障の有無等とも併せて評価さ
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れるのであって（後記(11)）、全身脱失の感覚障害の場合、検診医は当

然それらも併せて判断すると推認され、部位比較法が採られていること

が診断の妨げになるとは考え難い。また、全身性であったとしても感覚

が一様に落ちることはほとんどなく（内野医師は、比較的軽度な感覚障

害であってもそのような症例を経験していない。なお、同医師は、昭和5 

５７年以降３０年以上にわたって、公害認定審査会の委員を務めている。

乙Ａ２６、証人内野〔１９、５５頁〕）、そうである以上、部位を比較

して対照する検診が不相当ということにはならない。 

痛覚検査に関して、控訴人ら６名が主張する定量化が不相当であるのは、

補正後の原判決第３編第５章第２の２（原判決２５１頁６行目）及び後10 

記(11)に認定判示のとおりである。 

     二点識別覚検査は、補正後の原判決第３編第４章第１の２(2)ウ（原判

決２３９頁１１行目）に判示のとおり、水俣病り患の判断に当たって決

定的な意味を有するものではない。 

     公的検診は水俣病にり患したかどうかについて判断評価するものではな15 

く、正確に検査所見を取るものであるから（乙Ａ２６、証人内野）、水

俣病を末梢神経障害であると認識しているために被検者の回答を虚偽で

あると判断してしまうという控訴人ら６名の主張は当を得ない。 

     したがって、控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

   イ 控訴人らは、前記第２の５(10)イのとおり主張する。 20 

     しかし、補正後の原判決第３編第５章第３の１（原判決２５３頁７行目）

に判示のとおり、公的検診録は一般的に信用できるのであり、マスキン

グのために信用性が否定又は減殺されるものではない。公的検診の検診

医を証人尋問すべき必要性は認められず、これを実施せずとも公的検診

の結果を証拠とすることができるというべきである。 25 

     また、判定結果しか記載がないとしても、公的検診は様式に従って行わ
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れており（補正後の原判決第２編第２章第７の２(2)及び(3)。原判決２

８頁１５行目、４５頁４行目）、検診録の信用性を否定するものではな

い。 

     したがって、控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 

  (11)三浦医師らの診断及び検診について 5 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(11)のとおり主張する。 

    三浦医師らによる感覚検査の問題点は、補正後の原判決第３編第５章第２

の２（原判決２５１頁１行目）が判示するとおりである。感じ方は人によっ

て、また、同一人物であっても時期や精神状態等によって左右されやすい。

さらに、感じたものに対する表現や応答にも個人差がある。感覚検査で重要10 

なことは被検者の主観に基づく応答をいかに評価するかであり、当該所見か

ら通常想定される機能障害やそれに伴う日常生活上の支障の有無等との整合

性、各種検査の所見との整合性、疲労の影響等を総合的に見て評価されるべ

きである（以上につき、乙Ｂ５５、１９４、１９５。神経内科学を専門とし、

神経内科学会の専門医の資格を有する山本医師や、同じく同専門医や神経内15 

科指導医の資格を有する松浦英治医師の専門性に照らし、上記判示に関する

両医師らの意見及び証言の信用性を否定すべき事情はない。）。三浦医師ら

の診断は、定量化された刺激に対する主観的な応答（上記のとおり個人差が

あるうえ、同一人でも種々の条件によって左右されやすい。）から閾値を探

り、基準値と比較して評価等する結果（甲Ｂ２の１〔１０頁〕、証人村田20 

〔７４頁〕）、その客観性には自ずと限界がある。 

    二点識別覚検査については、前記(10)に判示のとおりである。そこに異常

があるからといって大脳皮質の損傷が認められるものではなく（補正後の原

判決第３編第２章２(5)。原判決１９８頁１０行目）、同検査をしたからと

いって三浦医師らの診断の信用性を補強する事情となるものではない。 25 

    控訴人ら６名の上記主張は採用することができない。 
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(12)神経伝導検査について 

  控訴人ら６名は、前記第２の５(12)のとおり主張する。 

  本件で神経伝導検査の結果を評価するのは、他疾患の確定診断をするため

ではなく、その可能性（疑い）があるか否かを検討するためである。その際

には、当該数値について、厳格に基準値と比較してその範囲内であるから異5 

常はないなどとするものではなく、他の神経学的所見、検査数値、既往歴等

といった所見と併せて総合的に判断するのであって（証人山本）、神経伝導

検査の結果は、診断のための一つの指標ということができる。そして、諸条

件により数値が左右されることも併せて考慮すると、基準値には医学的に承

認され得る幅があると考えられる。これを前提として、神経内科学会の専門10 

医の資格を有し、臨床医として専門性に富む山本医師が、各種文献やその経

験に基づいた基準値を設定し、神経伝導検査の結果を踏まえて、他疾患を疑

うべき数値であるとするのであるから、例えば基準値内であってもその上限

に近い数値が出た場合等には臨床的に当該疾患を疑うといった判断は医学的

に合理性を有するといえる。したがって、山本医師の意見及び証言は全体と15 

して採用することができ、これに反する控訴人ら６名の上記主張は採用する

ことができない。 

  (13)高次脳機能障害について 

    控訴人ら６名は、前記第２の５(13)のとおり主張する。 

    頼藤医師が検査対象者としたのべ２３名に控訴人ら全員が含まれている20 

（弁論の全趣旨）。その検査時期は、平成２４年７月、８月又は１１月、平

成２５年８月、平成２６年７月又は１１月、並びに令和２年８月であった

（甲Ｂ９３）。他方、控訴人らによる損害賠償訴訟が提起されたのが平成１

９年１０月、控訴人Ａと同Ｇを除く控訴人らの請求が棄却された一審判決が

言い渡されたのが平成２６年３月、全員の請求が棄却された二審判決が言い25 

渡されたのが令和２年３月である（補正後の原判決の前提事実）。頼藤医師
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が実施した検査は、被検者の対応によって結果が左右されるものであり（弁

論の全趣旨）、検査と判決言渡しの先後関係からすれば、控訴人らの主観が

検査結果に影響を与えた可能性は否定できない。 

    また、頼藤医師が設定した非ばく露群は、年齢と性別のみの変数調整がさ

れていて、教育や収入などの社会経済的条件や、喫煙や飲酒習慣などの健康5 

条件に係る変数の調整がなされておらず、対照群の設定が不適切であり、調

査地域が極めて遠隔地に設定され、その募集方法も不明確であることなどか

ら、同医師の報告について、比較可能性の欠如した集団での比較検討を行っ

たおそれがあるとの指摘がされている（乙Ｂ２８７）。なお、控訴人ら６名

は、学歴差を整えて比較しなおしたものとして、甲Ｂ９９を提出するが、上10 

記補正にとどまるものであり、上記の指摘の不合理性は解消できていない。 

    これからすれば、高次脳機能障害に関する頼藤医師の意見書（甲Ｂ８８、

９３）は採用することができず、控訴人ら６名の上記主張は採用することが

できない。 

１６ 控訴人Ａについて 15 

  (1) 認定事実 

    原判決別紙６－１第２の１及び２（原判決３０１頁１５行目から３２１頁

２６行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次の

とおり補正する。 

   ア 原判決３０６頁２１行目「運動拙劣」を「動作拙劣」に改める。 20 

   イ 原判決３１６頁１９行目から２０行目にかけての「１４８Ｕ／ｌとの値

を示し」の次に「（基準値は８６以下）」を加える。 

  (2) 判断 

    原判決別紙６－１第２の３（原判決３２２頁１行目から３２８頁２６行目

まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補25 

正する。 
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   ア 原判決３２２頁１２行目「多食していたこと（前記１(4)イ）などに」

の次に「加えて、二人の姉と二人の弟がいずれも医療手帳又は被害者手

帳の交付を受けていること（前記１(3)ア(ｳ)。ただし、その証明力は、

前記判示の限りで認めるのが相当である。）に」を加える。 

   イ 原判決３２２頁１５行目から３２３頁３行目までを次のとおり改める。 5 

   「 他方で、昭和３１年１１月以降には水俣湾の魚介類の漁獲及び摂取の自

粛が指導されたり、各種報道がなされたりした等の当時の経過（補正後

の原判決第２編第２章第３及び第４、第３編第１章第３から第９。原判

決６頁７行目、原判決１４２頁１３行目）や、母Ａ１が昭和３３年頃に

体調を崩し、歩行困難となるなど症候が悪化したこと、祖父Ａ２が同年10 

秋頃には具合を悪くして、身体を震わせて壁をつたいながら、足を交わ

せて歩くようになり、昭和３４年にはひどいけいれん発作を発症して死

亡したこと、父Ａ３は昭和３５年に漁業補償の一環としてチッソ水俣工

場での勤務を始め、そのことを裏切りと揶揄されるなどしており（甲Ｃ

１の１３、控訴人Ａ）、熊大研究班の報告やチッソ工場への陳情の事実15 

等も併せると、その頃には父Ａ３の周囲ではチッソ水俣工場からの排水

が水俣病の原因であると認識されていたといえること、控訴人Ａが居住

する茂道地区では、昭和３１年に患者が発生し、昭和３４年にも患者が

発生したこと、以上の事実からすれば、遅くとも昭和３０年代前半には、

水俣病の原因が魚介類であるとの認識が広がっていたと推認でき、加え20 

て、控訴人Ａの身近な者にも症候が現れて死亡する者も出たのであるか

ら（控訴人Ａはその原因はわからなかったと陳述するが、当時の世上か

らすれば、控訴人Ａ一家において、上記のような症状が見られた家人に

つき少なくとも水俣病の可能性を疑ったことは十分あり得る。）、控訴

人Ａ一家での魚介類の摂取量は、おのずと減少した相応の可能性がある。 25 

     もっとも、父Ａ３の給料だけでは生活が厳しく、自宅近くに海があって、
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もともと漁師である父Ａ３が、魚介類を直接獲ることのできる環境にあ

ったといえるし（甲Ｃ１の１３）、当時保健所長であった伊藤達雄（以

下「伊藤」という。）は、漁師の生活は貧しく、昭和３２年から３３年

頃には県指導の自主規制があまり守られなくなり、水俣湾内で漁をして、

汚染されていると思いながらも、これを食する者が出てきたと証言して5 

おり（甲Ａ１０の１、１５）、同証言の信用性を否定すべき事情はなく、

水俣湾沿岸では一般的にそのような傾向にあったと認められ、控訴人Ａ

一家も同様であったと解するのが相当である。 

そうすると、昭和３０年代前半には魚介類の摂取量が減少した可能性は

あるものの、魚介類を日常的に摂食する状況は依然あったと考えられる。 10 

そして、不知火海の汚染状況（補正後の原判決第３編第３章第１。原判

決２２６頁２行目）や、控訴人Ａが昭和４５年３月から４年間は大阪府

で生活していたことからすれば、控訴人Ａは、遅くとも昭和４５年３月

頃まで、高濃度メチル水銀にばく露した（ただし、昭和３０年代前半以

降はその量が減少した相応の可能性がある。）と認められる。」 15 

   ウ 原判決３２８頁２１行目「胎児期及び乳幼児期に」を「胎児期及び乳幼

児期以降」に改める。 

  (3) 主な控訴理由に対する判断 

   ア 感覚障害の発症時期について 

     控訴人Ａは、水俣病が家庭・地域ぐるみの疾病であるため健康な他者と20 

比較する機会が得られず、感覚障害があることの自覚が難しいとして、

幼少期にはすでに感覚障害を発症していたと主張する。 

     補正後の原判決第３編第４章第４の１（原判決２４３頁５行目）が判示

するとおり、胎児期から幼少期にメチル水銀ばく露を受けた者は、感覚

障害の症状の存在自体を認識することが困難であることはあり得る。 25 

もっとも、感覚障害の所見が変動するとしても、消失と出現を繰り返す



32 

ときは、その感覚障害は中枢神経系の器質的病変によるものとは考え難

いこと、メチル水銀中毒症におけるばく露停止から発症までの潜伏期間

は数か月からせいぜい数年であること、以上の医学的な知見からすれば、

メチル水銀ばく露停止から相当期間が経過してなされた感覚検査で異常

がないとされた場合には、それ以前においても中枢神経系の器質的病変5 

による感覚障害はなかったと認めるのが相当である。補正後の原判決第

３編第４章第４の１（原判決２４３頁７行目）の判示は、上記趣旨をい

うものと解される。 

そして、控訴人Ａについて、平成７年７月（当時４０歳。ばく露終期の

昭和４５年３月から２５年以上が経過）の原田医師による診断では典型10 

的な四肢末端優位の感覚障害はなかったこと、平成７年及び平成８年の

公的検診では感覚障害は認められておらず、むしろ軽い刺激でもわかる

とされたこと、以上の事実からすれば、幼少期に中枢神経系の器質的病

変による感覚障害はなかったと認められる。 

したがって、控訴人Ａの上記主張は採用することができない。 15 

   イ 所見の変動について 

     控訴人Ａは、感覚障害の所見が変動したことは水俣病り患の事実を認定

する妨げにはならないと主張する。 

     しかし、前記１５(7)に判示するとおりである。また、公的検診が信用

できるのは、前記１５(10)に判示するとおりである。控訴人Ａの上記主20 

張は採用することができない。 

   ウ 他原因による感覚障害の可能性について 

    (ｱ) 神経伝導検査の結果について 

控訴人Ａは、神経伝導検査の結果に対する山本医師の意見について、

基準値の設定や結果の評価が不相当であると主張する。 25 

      しかし、前記１５(12)に判示するとおり、山本医師の意見及び証言は
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全体として信用性があり採用することができる。控訴人Ａの上記主張は

採用することができない。 

    (ｲ) 腰椎椎間板症について 

控訴人Ａは、腰椎椎間板症の可能性を指摘する被控訴人熊本県の主張

に対し、Ｌ５／Ｓ１の椎間腔がやや狭いという所見はあるが、この場合、5 

下腿や膝から下の外側と足背に感覚障害が生じるところ（証人村田）、

控訴人Ａに見られる感覚障害は全身性のものであるから、上記椎間腔狭

小では控訴人Ａの感覚障害の説明がつかないと主張する。 

      しかし、ここで検討されるべきは、控訴人Ａの感覚障害について、腰

椎椎間板症による可能性が医学的に排斥されるか否かである。同控訴人10 

に上記椎間腔の狭小が認められることに争いはなく、控訴人Ａの感覚障

害が全身性のものであったとしても、上肢は別として、現に下肢に感覚

障害が認められる以上、感覚障害が全身性であることをもって腰椎椎間

板症の可能性を医学的に排斥することにはならない。控訴人Ａの上記主

張は採用することができない。 15 

    (ｳ) アルコール性ニューロパチーについて 

      控訴人Ａは、その飲酒量、血液検査の結果、腱反射との関係、脳萎縮

の不存在、神経伝導検査の結果からすれば、控訴人Ａの感覚障害はアル

コール性ニューロパチーによるものではないと主張する。 

      飲酒量は控訴人Ａの申告によるものであって、それによりアルコール20 

性ニューロパチーの可能性の有無が判断できるものではない。同申告に

より認定できるのは、アルコールを継続的に摂取しているという事実で

あり、これを前提に血液検査等の客観的な結果を踏まえて、その可能性

を検討するのが相当である。 

            アルコール性肝障害では、ＡＬＰやその他の肝機能検査が正常で、γ25 

－ＧＴＰのみ異常値を示す症例はかなりみられるところ（乙Ｂ１３０）、
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控訴人Ａは、平成２６年７月２５日の阪南中央病院での血液検査では、

ＡＬＰ、ＧＯＴ（ＡＳＴ）、ＧＰＴ（ＡＬＴ）はいずれも正常値である

のに対し、γ－ＧＴＰは異常値を示しており（甲Ｃ１の３〔６丁目〕）、

同時点で肝機能障害の可能性があるといえる。加えて、同日に実施され

た神経伝導検査の結果は、アルコール性ニューロパチーの神経伝導速度5 

の基本的な変化の所見と整合する（乙Ｂ１２５）。 

      他方、控訴人Ａが主張するように、アルコール性ニューロパチーでは

アキレス腱反射消失がありながら他の深部腱反射の亢進を示すことがあ

ったり、大脳の萎縮所見が見られたりするとされるが（乙Ｂ１２８〔７

２３頁〕）、控訴人Ａについて、これら所見は否定される（証人村田10 

〔２４頁〕）。しかし、上記腱反射や脳萎縮は、アルコール性ニューロ

パチーの必発的特徴ではなく、比較的に特徴的といえるものにとどまる

から（乙Ｂ１２８〔７２３頁〕）、これら特徴が認められないとの事実

は、医学的に見て、現に数値として表れている上記血液検査の結果を踏

まえた肝機能障害の可能性や、神経伝導検査の結果との整合性を合理的15 

に否定するに足りない。 

      結局、控訴人Ａの感覚障害は、アルコール性ニューロパチーである可

能性があるといえる。控訴人Ａの上記主張は採用することができない。 

    (ｴ) 手根管症候群について 

      控訴人Ａは、手根管症候群の特徴である「手を振ったときにしびれ感20 

が弱くなる。」という特徴と一致しないため、その感覚障害が手根管症

候群によるものとはいえないと主張する。 

      控訴人Ａが主張するように、手根管症候群では手を振ると軽快すると

いう特徴があるとされるが（乙Ｂ１８６〔６８頁〕）、控訴人Ａについ

て、この所見は否定される（証人村田〔２５頁〕）。この点については、25 

文献上、手根管症候群には臨床症状が部分的な場合もあるとされ、その
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場合には手根管症候群に感度・特異性が高い所見が重要であり、夜間に

増悪する疼痛、チネル徴候、ファレン徴候が指摘されているが、手を振

ることによる軽快は挙げられていない（甲Ｃ３の１４）。したがって、

手を振ることによる軽快が認められない場合でも手根管症候群と診断さ

れ得るものと解される。控訴人Ａの神経伝導検査の結果や長年みかん栽5 

培に従事し手を酷使してきたという経過からすれば、上記特徴が認めら

れないからといって、手根管症候群の可能性を医学的に否定するに足り

ない。控訴人Ａの上記主張は採用することができない。 

１７ 控訴人Ｂについて 

  (1) 認定事実 10 

    原判決別紙６－２第２の１及び２（原判決３３４頁１６行目から３７１頁

１６行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次の

とおり補正する。 

   ア 原判決３３５頁７行目「乙Ｃ２の５」の次に「、控訴人Ｂ本人」を加え

る。 15 

   イ 原判決３３７頁２５行目「吐き気」を「耳鳴り」に改める。 

   ウ 原判決３３８頁１５行目「甲Ｃ２の８」を「甲Ｃ２の５」に改める。 

   エ 原判決３４２頁１７行目「ところ、」から２３行目「しびれを挙げた」

までを削除する。 

   オ 原判決３４５頁６行目「６頁」を「４頁」に改める。 20 

   カ 原判決３４７頁３行目「退院のために病理組織診断を受け、」を「病理

組織検査の結果、」に改める。 

   キ 原判決３５３頁１０行目と、１１行目から１２行目にかけての「アリデ

ミックス」をいずれも「アリミデックス」に改める。 

   ク 原判決３５９頁１９行目「全身」の次に「（四肢末端優位障害例を含25 

む。）」を加える。 
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   ケ 原判決３６０頁２０行目「前記(1)」を「前記キ」に改める。 

   コ 原判決３６４頁１９行目と２０行目の各単位を次のとおり改める。 

     ２．５８μＶ → ２．５８ｍＶ 

     ２．８９μＶ → ２．８９ｍＶ 

     ４．１μＶ  → ４．１ｍｓ 5 

   サ 原判決３６８頁１０行目「乙Ｂ１４８」を「乙Ｂ１４０、１４８」に、

３６９頁２４行目「頸椎エックス線像上」を「頸椎エックス線画像上」

にそれぞれ改める。 

  (2) 判断 

    原判決別紙６－２第２の３（原判決３７１頁１７行目から３８０頁５行目10 

まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補

正する。 

   ア 原判決３７２頁５行目末尾に次のとおり加える。 

   「このことは、控訴人Ｂが、控訴人Ａ（同人につき高濃度メチル水銀にばく

露したと認められるのは先に認定のとおりである。）のいとこであり、15 

控訴人Ａの自宅近くに居住し、控訴人Ａ一家と食事を共にすることがあ

ったとの事実によっても、変わるものではない。」 

   イ 原判決３７２頁９行目末尾を改行して、次のとおり加える。 

   「 ただし、控訴人Ｂの食事・居住の環境からすれば、魚介類を摂取してい

たことは推認できるのであって、メチル水銀中毒症を発症する可能性を20 

完全には否定できない程度の量のメチル水銀にばく露したことは認めら

れる。」 

   ウ 原判決３７６頁２５行目から２６行目にかけての「、女性は男性に比べ

て支障の度合いが大きいとされ」を削除する。 

  (3) 主な控訴理由に対する判断 25 

   ア メチル水銀ばく露について 
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     控訴人Ｂは、居住歴・職歴、出生・成育時期、魚介類の摂取状況、実家

（控訴人Ａ一家）のばく露状況等からすれば、高濃度メチル水銀にばく

露したと主張する。 

     しかし、その主張を前提としたとしても、控訴人Ｂの臍帯メチル水銀値

は日本の一般健康人における数値よりも低いし、母Ｂ１が妊娠中のみ魚5 

介類を多食しなかったとは考え難いことからすれば、母Ｂ１が控訴人Ｂ

の出生後も魚介類を多食したとは認められない。このことは、妹Ｂ２の

臍帯メチル水銀値も低値であることからも裏付けられる。そして、母Ｂ

１の食生活の内容は控訴人Ｂのそれと同一であると推認できるから、前

記のとおり、控訴人Ｂにつき、メチル水銀にばく露したことは認められ10 

るとしても、同中毒症を発症させる程度の高濃度メチル水銀にばく露し

たとは認められない。控訴人Ｂの上記主張は採用することができない。 

   イ 四肢末端優位の感覚障害について 

控訴人Ｂは、１４回の感覚検査のうち１２回で感覚障害が認められてい

ること、これを認めなかった２回のうち１回（公的検診）は信用できな15 

いことに加えて、三浦医師らによる定量的な感覚検査の結果からすれば、

水俣病における最も基礎的、中核的な症候である四肢末端優位の感覚障

害が認められると主張する。 

しかし、浴野医師は、昭和５８年１０月３１日、指先の細かいふるえが

観察できること以外は特に強い障害は観察されないとしている。加えて、20 

昭和６２年２月の公的検診でも振戦は見られるものの、触痛覚とも正常

であった。これら診断結果からは、それより前に症候の発現はなかった

と考えられる（補正後の原判決第３編第４章第４の１。原判決２４３頁

５行目）。加えて、メチル水銀による感覚障害の発生機序からは、感覚

障害の所見は一貫性、再現性をもって認められるはずであるのに（補正25 

後の原判決第３編第４章第１の２(1)エ。原判決２３７頁１６行目）、控
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訴人Ｂの感覚障害の部位に変遷が見られ、消失と出現の変化がある。な

お、公的検診が信用できるのは、補正後の原判決別紙６－２第２の３(2)

イ（原判決３７４頁２１行目）が認定判示するとおりである。 

三浦医師らの感覚検査に問題があるのは、補正後の原判決第３編第５章

第２の２（原判決２５１頁１行目）及び前記１５(11)に判示のとおりで5 

ある。 

これらからすれば、控訴人Ｂにつき、水俣病に典型的な四肢末端優位の

感覚障害が一貫して存在するとは認められない。控訴人Ｂの上記主張は

採用することができない。 

ウ 感覚障害の発症時期について 10 

     控訴人Ｂは、幼少期にはすでに感覚障害が発症していたと主張する。 

     しかし、浴野医師が昭和５８年１０月に振戦以外に強い障害は認められ

ないと診断している。併せて、幼少期の自覚症状は水俣病に特異的なも

のではないし、高濃度メチル水銀にばく露したとも認められないことか

らすれば、控訴人Ｂの感覚障害が幼少期に発症していたとは認められな15 

い。控訴人Ｂの上記主張は採用することができない 

   エ 二点識別覚検査の結果について 

     控訴人Ｂは、二点識別覚検査の結果からすれば、大脳皮質の損傷が強く

疑われると主張する。 

     しかし、補正後の原判決第３編第４章第１の２(2)ウ（原判決２３９頁20 

１１行目）に判示のとおり、二点識別覚検査は水俣病り患の判断に当た

って決定的な意味を有するものではない。控訴人Ｂの上記主張は採用す

ることができない。 

   オ 他原因による感覚障害の可能性について 

    (ｱ) 甲状腺機能異常について 25 

     ａ 控訴人Ｂは、甲状腺機能亢進症を発症しておらず、平成９年１１月
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から平成１０年３月頃に無痛性甲状腺炎による一過性の機能亢進が見

られたものを除き、長期間にわたり慢性甲状腺炎が継続していたので

あって、慢性甲状腺炎では四肢の感覚障害は生じないと主張する。 

しかし、ＴＳＨ値の推移や、控訴人Ｂに認められる症状に加えて、

平成９年１２月から平成１５年４月頃までメルカゾールが処方されて5 

いたことからすれば、控訴人Ｂが甲状腺機能亢進症を発症していたと

認められる。なお、控訴人Ｂに認められる症状の経過は、無痛性甲状

腺炎の病態と相容れず、一過性の機能亢進ということはできない。控

訴人Ｂの上記主張は採用することができない。 

     ｂ 控訴人Ｂは、三浦医師らによる平成２６年８月の診察時に甲状腺機10 

能低下症と診断されているが、重度に進行したものではないから、甲

状腺機能低下症によって四肢に感覚障害は生じないと主張する。 

しかし、甲状腺機能低下による末梢神経障害の原因として、末梢神

経線維の周辺に沈着するムコイド様物質による機械的圧迫、又は、甲

状腺ホルモンの不足による代謝障害が考えられるとされていて（乙Ｂ15 

１４０）、必ずしも重症度の高い場合や粘液水腫が認められる場合に

のみ末梢神経障害が生じるものではないと解される。控訴人Ｂの上記

主張は採用することができない。 

    (ｲ) 手根管症候群について 

      控訴人Ｂは、平成１７年に受診した際にチネル徴候が陰性であり、メ20 

チコバールの服用で症状が改善していること、神経伝導検査において正

中神経の感覚神経の終末潜時も、運動神経の終末潜時も、いずれも基準

値を下回ること、控訴人Ｂの甲状腺機能低下症は重度に進行していない

し、粘液水腫は認められないことから、控訴人Ｂの感覚障害が手根管症

候群に起因する可能性は極めて低いと主張する。 25 

      控訴人Ｂの主張のうち、平成１７年当時におけるチネル徴候陰性とメ
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チコバール服用による症状改善をいう点は合理性を有するといえる。こ

こで、少なくとも平成１１年１月から平成１８年９月までの間は、控訴

人Ｂの感覚障害が甲状腺機能異常を原因とするものとはいい難いのは、

補正後の原判決別紙６－２第２の３(3)オ(ｳ)（原判決３７８頁２５行目）

が認定判示するとおりである。控訴人Ｂの主張のうち平成１７年当時の5 

発症を否定する点は、原判決と同旨である。 

しかし、神経伝導検査の結果からすれば、上記期間後の手根管症候群

の発症は否定されるものではない（山本医師の意見が採用できるのは、

前記１５(12)に判示のとおりである。）。また、末梢神経障害が生じる

のは、必ずしも重度に進行した場合等ではないと解されるのは、前記10 

(ｱ)ｂに判示したとおりである。 

したがって、控訴人Ｂの上記主張は、平成１７年の発症を否定する点

を除き、採用することができない。 

    (ｳ) 頸椎症又は頸椎椎間板ヘルニアについて 

      控訴人Ｂは、スパーリング徴候が陰性であること、感覚障害の分布・15 

範囲が両側性であること、上肢の腱反射が低下又は消失しておらず、下

肢の腱反射が亢進していないこと、バビンスキー反射が陰性であること、

筋萎縮が生じていないことからすれば、控訴人Ｂの感覚障害が頸椎症又

は頸椎椎間板ヘルニアによる脊髄障害に起因する可能性は極めて低いと

主張する。 20 

      控訴人Ｂが主張するように、平成２７年５月の公的検診では、スパー

リング徴候、バビンスキー反射はいずれも陰性とされている（乙Ｃ２の

７）。しかし、控訴人Ｂは、平成２６年８月、頸椎ＭＲＩ検査で頸椎椎

間板ヘルニアを指摘され（補正後の原判決別紙６－２第２の２(9)ア(ｴ)。

原判決３６４頁１０行目）、同時期の神経伝導検査の結果からは、筋萎25 

縮が生じている可能性がある（乙Ｂ１２５）。これらは客観的な診断結
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果を踏まえた判断であり信用性が高い。これに加えて、平成２７年５月

の公的検診でホフマン反射・トレムナー反射がいずれも陽性であったこ

とからすれば、スパーリング徴候陰性等の結果があるとしても、頸椎症

等による感覚障害である可能性は否定されないと考えられる。控訴人Ｂ

の上記主張は採用することができない。 5 

    (ｴ) 心因性について 

      控訴人Ｂは、心理的に不安定な状態にあることを示唆する複数の指摘

がなされているが、精神科の医師による心因性疾患との診断がされたも

のではなく、心理傾向を示すものであり、これら指摘をもって、控訴人

Ｂの感覚障害が心因性のものとすることはできないと主張する。 10 

      しかし、控訴人Ｂの感覚障害は部位が変遷し、消失と出現を繰り返す

などしており、感覚検査の不安定性を考慮したとしても、もはや脳の不

可逆的な器質的損傷による感覚障害と相容れず、非器質性疾患の可能性

を示唆するといえる。そのうえで、控訴人Ｂについて、多訴、心気的と

され、軽度のうつ病と判定される結果からすれば、控訴人Ｂの感覚障害15 

は心因性の可能性があるといえる。控訴人Ｂの上記主張は採用すること

ができない。 

１８ 控訴人Ｃについて 

  (1) 認定事実 

    原判決別紙６－３第２の１及び２（原判決３８４頁３行目から４００頁７20 

行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとお

り補正する。 

  ア 原判決３８７頁１行目「甲Ｂ２９、３０」の次に「甲Ｃ３の９、乙Ｃ３

の５」を加える。 

  イ 原判決３８７頁２０行目から２１行目を「（以上につき、甲Ｃ３の１０、25 

１５、乙Ｃ３の５、控訴人Ｃ本人）」に改める。 
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  ウ 原判決３９０頁８行目「乙Ｂ１９５」を「乙Ｂ１９４」に改め、同行

「１９０～１９６」の次に「、２０４」を加える。 

  エ 原判決３９０頁１７行目末尾に次のとおり加える。 

「これらのほかに、「怪我や火傷をしても痛みを感じない」、「風呂の湯加

減がわからない」、「手さげやバッグは、落としそうになるので、手で持5 

たずに肘や肩にかける」といった症状についても「ない」とした。」 

  (2) 判断 

    原判決別紙６－３第２の３（原判決４００頁８行目から４０７頁１行目ま

で）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決４０１頁

１６行目「からす曲がり」の次に「、物を落とす、痛みや熱さを感じない」10 

を加える。 

  (3) 主な控訴理由に対する判断 

   ア メチル水銀ばく露について 

    (ｱ) 控訴人Ｃは、居住歴・職歴、出生・成育時期、魚介類の摂取状況、母

方実家における魚介類の入手・摂取状況、親族のばく露状況等からすれ15 

ば、高濃度メチル水銀にばく露したと主張する。 

      しかし、父Ｃ１は１５歳からチッソで勤務し、漁を生業としていたも

のではなく、同居家族に認定患者はいない。父Ｃ１は保健手帳と被害者

手帳の、母Ｃ２は医療手帳の交付を受けているが、その証明力は、救済

のための要件を満たすという限りのものである。その居住地は、水俣市20 

内から山間地域に約４㎞離れた農村集落であり、沿岸部ではない。漁師

である母方実家から送られるなどして魚介類を摂取することは日常にお

いて珍しいことではなかったとはいえるものの、このような居住歴・職

歴等に加えて、その他補正後の原判決別紙６－３第２の１（原判決３８

４頁３行目）の認定事実からすれば、控訴人Ｃが高濃度メチル水銀にば25 

く露するほどに魚介類を多食していたとは認められない。母方実家の親
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族に認定患者がいるとしても、上記判断を左右しない。控訴人Ｃの上記

主張は採用することができない。 

    (ｲ) これに関連して、控訴人Ｃは、母Ｃ２の陳述書（甲Ｃ３の１０）を根

拠に、小学校入学後も毎日朝食を摂っていたし、ほぼ毎日魚介類を摂取

していたと主張する。 5 

しかし、控訴人Ｃは、①平成４年１０月３日、栄養指導の際、医療機

関に対し、「朝食は小学生から食べていない」と述べ（乙Ｃ３の１０

〔２２頁〕）、②平成１９年８月、自らを水俣病と診断した原田医師に

対して、魚介類の摂取は週に２、３回であると述べ（甲Ｃ３の８）、③

平成２６年８月、自らを水俣病と診断した三浦医師らによる診察を受け10 

るに当たって、１週間に２～３回、就学後は夕食のみ魚介類を摂食して

いたと述べている（甲Ｃ３の３）。①は、栄養指導時の申告であって、

食生活について正確な情報を伝えるべきものであり、控訴人Ｃもそのこ

とを十分に認識できたといえる。②、③は、水俣病の認定申請に関わる

ものと考えられ、その認定に不利ともいえる事実を自ら積極的に述べて15 

いる。これらからすれば、控訴人Ｃの各申告の信用性を否定すべき理由

はない。これに反する母Ｃ２の上記陳述書は採用することができず、控

訴人Ｃの上記主張は採用することができない。 

   イ 四肢末端優位の感覚障害について 

控訴人Ｃは、１０回の感覚検査のうち７回で感覚障害が認められている20 

こと、これを認めなかった３回のうち１回（水俣協立病院）は頭痛のた

めの受診であり、感覚障害の有無を調べることを主眼としていないこと、

うち１回（公的検診）は信用できないことに加えて、三浦医師らによる

定量的な感覚検査の結果からすれば、水俣病における最も基礎的、中核

的な症候である四肢末端優位の感覚障害が認められると主張する。 25 

     しかし、木村医師は、平成１７年５月８日、四肢末端及び口周囲の感覚
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障害はないと診断している。これは最初の診断であり、その診断結果か

らすれば、それより前に症候の発現はなかったと考え得るところである

（補正後の原判決第３編第４章第４の１。原判決２４３頁５行目）。加

えて、メチル水銀による感覚障害の発生機序からは、感覚障害の所見は

一貫性、再現性をもって認められるはずであるのに（補正後の原判決第5 

３編第４章第１の２(1)エ。原判決２３７頁１６行目）、木村医師の診断

は感覚障害を認めていない。そして、控訴人Ｃは、木村医師の上記診断

に対する合理的な主張をしていない。なお、公的検診が信用できるのは、

補正後の原判決別紙６－３第２の３(2)イ（原判決４０２頁２６行目）が

認定判示するとおりである。 10 

三浦医師らの感覚検査に問題があるのは、補正後の原判決第３編第５章

第２の２（原判決２５１頁１行目）及び前記１５(11)に判示のとおりで

ある。 

これらからすれば、控訴人Ｃにつき、水俣病に典型的な四肢末端優位の

感覚障害が存在するとは認められない。 15 

   ウ 感覚障害の発症時期について 

     控訴人Ｃは、幼少期にはすでに感覚障害が発症していたと主張する。 

     しかし、木村医師が平成１７年５月に感覚障害はないと診断している。

併せて、幼少期の自覚症状は水俣病に特異的なものではないし、高濃度

メチル水銀にばく露したとも認められないことからすれば、控訴人Ｃの20 

感覚障害が幼少期に発症していたとは認められない。控訴人Ｃの上記主

張は採用することができない。 

   エ 二点識別覚検査の結果について 

控訴人Ｃは、二点識別覚検査の結果からすれば、大脳皮質の損傷が強く

疑われると主張する。 25 

     しかし、補正後の原判決第３編第４章第１の２(2)ウ（原判決２３９頁
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１１行目）に判示のとおり、二点識別覚検査は水俣病り患の判断に当た

って決定的な意味を有するものではない。控訴人Ｃの上記主張は採用す

ることができない。 

   オ 他原因による感覚障害の可能性について 

    (ｱ) 糖尿病性神経障害について 5 

      控訴人Ｃは、糖尿病について良好にコントロールされており、初期段

階にとどまっているか、改善されていること、耐糖能異常において神経

障害が発現するか否かはいまだ研究段階にあり、その発現が医学的な定

説であるとはいえないこと、アキレス腱反射は正常であること、神経伝

導検査の結果はいずれも正常であり、糖尿病性神経障害の可能性を否定10 

すべき事情となることからすれば、控訴人Ｃの感覚障害が糖尿病性神経

障害に起因する可能性は極めて低いと主張する。 

      しかし、糖尿病性神経障害は、糖尿病の合併症の中で最も早期に発症

するから、糖尿病の進行度と神経障害の出現とは相関しない。耐糖能異

常での神経障害発現の有無については、その傾向があることは指摘され15 

ているし（甲Ｃ３の２１、乙Ｂ２２０）、控訴人Ｃは、平成１０年には

糖尿病と診断されているところ、糖尿病のコントロールによって、既に

発症した糖尿病性神経障害が改善するという考え方は医学的に確立して

いない（乙Ｂ１１２）。腱反射は神経系に器質的な病変がなくても亢進

したり減弱したりするし（乙Ｂ１８５）、アキレス腱反射が消失しない20 

場合は糖尿病性神経障害ではないということはできない（証人山本）。

神経伝導検査の結果は、糖尿病性神経障害と矛盾しない（乙Ｂ１１２）。

控訴人Ｃの上記主張は採用することができない。 

    (ｲ) 手根管症候群について 

      控訴人Ｃは、手根管症候群の特徴、すなわち自動車の運転等の手を使25 

う運動でもしびれが増強するとか、手を振ると軽快するといった神経症
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状は確認されていないこと、神経伝導検査の結果、基準値を下回ってい

ること、糖尿病と手根管症候群との因果関係は未確立であり、糖尿病に

り患しているからといって、手根管症候群にり患している可能性がある

とはいえないことからすれば、控訴人Ｃの感覚障害が手根管症候群に起

因する可能性は極めて低いと主張する。 5 

      しかし、前記１６(3)ウ(ｴ)に判示のとおり、臨床症状が部分的な場合

には手根管症候群に感度・特異性が高い所見が重要とされるところ、運

転によるしびれ増強や手を振ることでの軽快はそれら所見に含まれてい

ない。かえって、控訴人Ｃは起床時に左手のしびれを自覚したと述べて

おり（甲Ｃ３の１１の１）、「夜間に増悪する疼痛」という感度・特異10 

性の高い所見が認められる。また、神経伝導検査の結果は手根管症候群

を疑うものである（乙Ｂ１１２）。さらに、手根管症候群の基礎疾患と

して糖尿病が挙げられていることは明らかであるし、控訴人Ｃに、糖尿

病性神経障害と手根管症候群のそれぞれについて医学的に疑うべき症状

や検査結果等がある以上、控訴人Ｃが指摘する両疾病の因果関係につい15 

ての主張をもってしても、控訴人Ｃの感覚障害が手根管症候群による可

能性があるという判断を左右するものではない。したがって、控訴人Ｃ

の上記主張は採用することができない。 

１９ 控訴人Ｄについて 

  (1) 認定事実 20 

    原判決別紙６－４第２の１及び２（原判決４１２頁４行目から４４７頁２

２行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のと

おり補正する。 

   ア 原判決４１５頁１２行目「からすれば」から１４行目までを次のとおり

改める。 25 

「が認められるものの、実際にどの程度の頻度で、どれほどの量の青魚を食
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してきたかは明らかではない（このように補正した理由は、蕁麻疹が出た

１０歳当時にアレルギーの存在や程度をどの程度理解・認識していたか明

らかでなく、成人した後に、幼少期を振り返り、青魚アレルギーであった

と考えたことから、医療機関に各申告がなされた可能性は否定できないか

らである。）。」 5 

   イ 原判決４１６頁１７行目から１９行目「していたところ、」までを次の

とおり改める。 

   「 控訴人Ｄは、昭和５９年１月、水俣市立病院で、右目の網膜裂孔につき

冷凍凝固術を、左目の網膜格子状変性につき網膜光凝固術を受け、術後

は同病院に外来通院していたが、経過は良好であった。」 10 

   ウ 原判決４１６頁２４行目「２９・５０、５６頁」を「２９・５０、５２、

５３、５６頁」に改める。 

   エ 原判決４３２頁１３行目から１４行目にかけての「退院となったことが

それぞれ記録された。（乙Ｃ４の２７・２７３頁）」を「退院となった

ことを記録した。（乙Ｃ４の２７・２６７頁）」に改める。 15 

   オ 原判決４３３頁１７行目「有馬寿之医師」を「内野医師」に改める。 

   カ 原判決４４６頁２４行目「審理社会的ストレス」を「心理社会的ストレ

ス」に改める。 

   キ 原判決４４７頁７行目「左下腿」を削除する。 

  (2) 判断 20 

    原判決別紙６－４第２の３（原判決４４７頁２３行目から４５６頁１８行

目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり

補正する。 

   ア 原判決４４８頁１７行目から４４９頁３行目までを削除する。 

   イ 原判決４５２頁２６行目から４５３頁１６行目までを削除する。 25 

   ウ 原判決４５４頁３行目「原告らの主張する」を削除する。 
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   エ 原判決４５４頁５行目から１１行目までを削除し、１２行目「(ｳ)」を

「(ｲ)」に改める。 

   オ 原判決４５６頁５行目から７行目「これらの」までを削除する。 

  (3) 主な控訴理由及びその他主張に対する判断 

   ア 水俣病の認定要件論について 5 

控訴人Ｄは、水俣病は食中毒であり、「ばく露」と「関連症状のいずれ

か一つ」が満たされれば、中毒症患者といえるとし、チッソが流したメ

チル水銀で汚染された魚介類を食べ、手足の感覚障害があれば、水俣病

にり患したと認められると主張し、同趣旨の津田敏秀岡山大学大学院教

授の意見書（丙１、８、４８）がある。 10 

水俣病は、補正後の原判決第２編第２章第１の１（原判決４頁２４行目）

のとおり、魚介類に蓄積された有機水銀の一種であるメチル水銀を経口

摂取することにより起こる中毒性中枢神経系疾患であり、控訴人Ｄの主

張するとおり、食中毒の一つである。そして、水俣病の病像論、発症閾

値、ばく露終了から相当期間経過後の発症の有無、長期微量汚染型水俣15 

病の有無に関するこれまでの判示からすれば、汚染された魚介類を食し、

手足の感覚障害があるというだけでは、水俣病にり患したと認めるに足

りない。水俣病のり患の有無は、経験則に照らして個々の事案における

諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症候と原因物

質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として、個別具体的20 

に判断されるべきであり（平成２５年最高裁判決）、これに反する上記

意見書は採用することができず、控訴人Ｄの上記主張は採用することが

できない。 

   イ メチル水銀ばく露について 

    (ｱ) 控訴人Ｄは、Ｄ家の献立は魚が中心であり、魚介類を多食していたし、25 

青魚アレルギーはなかったと主張する。 
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      これについては、前記補正のとおりである。 

(ｲ) 控訴人Ｄは、前記アの主張を前提に、水俣病は食中毒であるから、

高濃度のメチル水銀にばく露したか否かは関係なく、水俣湾産魚介類を

食べていれば、病因物質であるメチル水銀にばく露したといえると主張

する。 5 

  しかし、水俣病の病像論や発症閾値からすれば、控訴人Ｄの上記主

張は採用することができないことは、前記説示のとおりである。 

   ウ 発症時期について 

     控訴人Ｄは、物心のついた１歳前後から頭痛、からす曲がり、手足のし

びれといった水俣病の症状があったと主張する。 10 

     しかし、控訴人Ｄが主張するこれら自覚症状は水俣病に非特異的な症候

であり、これを前提としても発症の事実を認めるに足りない。したがっ

て、控訴人Ｄの上記主張は採用することができない。 

   エ 四肢末端の感覚障害について 

  控訴人Ｄは、幾多の病院、医師、公的検診でも、四肢末端優位の感覚障15 

害が認められていると主張する。 

  控訴人Ｄに感覚障害が認められるのは、補正後の原判決が認定するとお

りである。その認定を踏まえて、これらが水俣病に典型的なものといえる

かが検討されなければならない。補正後の原判決別紙６－４第２の３(2)

イ（原判決４５０頁２５行目以下）が判示するとおり、感覚障害の発現す20 

る部位に大きな変遷が見られ、消失又は出現の変化が認められるのである

から、控訴人Ｄの感覚障害は、メチル水銀ばく露による脳の不可逆的な器

質的損傷によって生じた感覚障害であるとは考えられない。控訴人Ｄの上

記主張は採用することができない。 

オ 求心性視野狭窄について 25 

     控訴人Ｄは、水俣病の症候である求心性視野狭窄が認められると主張す
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る。 

     しかし、補正後の原判決別紙６－４第２の３(2)ウ(ｲ)（原判決４５２頁

５行目以下）に判示のとおり、控訴人Ｄは、昭和５９年１２月に求心性

視野狭窄はないと診断されたこと、原田医師も平成１３年に網膜剥離に

よる瞳孔障害があり視野狭窄があるが、求心性ではないと診断している5 

こと、平成２８年の公的検診でも耳側は正常範囲に近い視野を有すると

診断されていること等からすれば、控訴人Ｄに求心性視野狭窄が生じた

とは認められない。 

     なお、控訴人Ｄは網膜剥離の手術を受けたのは昭和５９年ではなく平成

７年であると主張するが、補正後の原判決掲記の各証拠（これら証拠の10 

信用性を否定すべき事情はない。）からは、昭和５９年に網膜裂孔及び

網膜格子状変性につき各手術を受けたことは容易に認められる。 

     控訴人Ｄの上記主張は採用することができない。 

   カ 平衡機能障害について 

     控訴人Ｄは、水俣病の症候である平衡機能障害が認められると主張する。 15 

     しかし、補正後の原判決別紙６－４第２の３(2)ウ(ｱ)（原判決４５１頁

１９行目）が認定判示するとおりであり、控訴人Ｄの上記主張は採用す

ることができない。 

キ 他原因について 

     控訴人Ｄは、水俣病は食中毒であり、健康でなくても水俣病にり患し得20 

るのであるから、水俣病り患の事実を判断するに当たって、他病にり患

しているか否かは関係ないと主張する。 

     しかし、水俣病に非特異的な症候は他疾患による可能性があり、その事

実は水俣病のり患の有無の認定に関する消極的事実の一つとなり得るか

ら、考慮すべきである。なお、これは、他病にり患している者は水俣病25 

にり患しないなどと判断するものではない。控訴人Ｄの上記主張は、採
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用することができない。 

   ク 齋藤恒医師（以下「齋藤医師」という。）の診断について 

     木戸病院内科の齋藤医師は、令和６年５月３０日、控訴人Ｄを水俣病で

あると診断した（丙１３）。その根拠として、控訴人Ｄが幼少期から存

在していたと主張する自覚症状が水俣病の症状と一致すること、控訴人5 

Ｄに四肢の感覚障害、平衡障害及び協調運動障害が生後一貫して認めら

れることを指摘する。 

しかし、これまで判示したとおり、控訴人Ｄの上記主張に係る自覚症状

は水俣病に非特異的な症状であり、これを前提としても発症の事実は認

められない。また、感覚障害は、メチル水銀ばく露によるものとは考え10 

られず、平衡障害及び協調運動障害は認められない。したがって、齋藤

医師の診断は採用することができない。 

２０ 控訴人Ｅについて 

  (1) 認定事実 

    原判決別紙６－５第２の１及び２（原判決４６０頁１１行目から４７７頁15 

１４行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次の

とおり補正する。 

   ア 原判決４６１頁２行目「１６、」の次に「乙Ｃ５の６、７、」を加える。 

   イ 原判決４６１頁１７行目から１８行目にかけての「昭和４３」を「昭和

４３年」に改める。 20 

   ウ 原判決４６５頁１２行目「甲Ｃ６の１５、」の次に「乙Ｃ５の１１、」

を加える。 

   エ 原判決４６７頁４行目から５行目を「（以上につき、甲Ｂ７２、甲Ｃ５

の２、乙Ｃ５の８、１４）」に改める。 

   オ 原判決４６８頁４行目末尾に「（同１００頁）」を加える。 25 

   カ 原判決４６８頁２３行目「乙Ｃ５の１４・３９、４０頁」を「乙Ｃ５の
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１４・３６～４７頁」に改める。 

  (2) 判断 

    原判決別紙６－５第２の３（原判決４７７頁１５行目から４８５頁２行目

まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補

正する。 5 

ア 原判決４８０頁１行目から２行目にかけての「腰椎症疑いと診断した」

を「鑑別疾患として腰椎症疑いを指摘した」に改める。 

イ 原判決４８４頁４行目から９行目までを削除する（ここを削除した主な

理由は、平成２６年８月のＭＲＩ検査で胸腰椎のヘルニアが否定されてい

るからである。甲Ｃ５の２）。 10 

  (3) 主な控訴理由に対する判断 

   ア メチル水銀ばく露について 

控訴人Ｅは、居住歴・職歴、出生・成育時期、地域の汚染状況、家族の

ばく露状況、魚介類の摂取状況等からすれば、高濃度メチル水銀にばく

露したと主張する。 15 

     控訴人Ｅの居住地は海に面しているし、祖父Ｅ１（控訴人Ｅは幼少期に

同居）は半農半漁を営み、父Ｅ２は工場勤務のほか毎日のように漁に出

ていたこと、控訴人Ｅの兄弟姉妹も貝や海藻などを獲りに行くなどして

いたこと、兄弟姉妹が多く、父Ｅ２の給与のみで家計を賄うのは難しか

ったこと（甲Ｃ５の１３）、控訴人Ｅの兄姉弟は被害者手帳の交付を受20 

けていること（ただし、その証明力は救済のための要件を満たすという

限りのものである。）、以上の事実からすれば、母Ｅ３や控訴人Ｅが日

常的に魚介類を摂取していたことは推認できる。 

他方において、経済的に十分であったとはいえないとしても父Ｅ２に給

与所得があり、畑作や鶏の飼育等も行っていたことからすれば、補正後25 

の原判決別紙６－５第２の３(1)（原判決４７７頁１９行目）が認定判示
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するとおり、魚介類に大きく依存する食生活であったとまでは認められ

ず、控訴人Ｅが胎児期以降、高濃度のメチル水銀にばく露したと認める

ことはできない。控訴人Ｅの上記主張は採用することができない。 

  イ 四肢末端優位の感覚障害について 

控訴人Ｅは、８回の感覚検査のうち６回で感覚障害が認められているこ5 

と、これを認めなかった２回のうち１回（公的検診）は信用できないこ

とに加えて、三浦医師らによる定量的な感覚検査の結果からすれば、水

俣病における最も基礎的、中核的な症候である四肢末端優位の感覚障害

が認められると主張する。 

しかし、メチル水銀による感覚障害の発生機序からは、感覚障害の所見10 

は一貫性、再現性をもって認められるはずであるのに（補正後の原判決

第３編第４章第１の２(1)エ。原判決２３７頁１６行目）、控訴人Ｅの感

覚障害の部位に変遷が見られ、消失と出現の変化がある。なお、公的検

診が信用できるのは、補正後の原判決別紙６－５第２の３(2)イ（原判決

４８０頁１９行目）が認定判示するとおりである。 15 

三浦医師らの感覚検査に問題があるのは、補正後の原判決第３編第５章

第２の２（原判決２５１頁１行目）及び前記１５(11)に判示のとおりで

ある。 

これらからすれば、控訴人Ｅにつき、水俣病に典型的な四肢末端優位の

感覚障害が存在するとは認められない。控訴人Ｅの上記主張は採用する20 

ことができない。 

   ウ 感覚障害の発症時期について 

控訴人Ｅは、幼少期にはすでに感覚障害が発症していたと主張する。 

     しかし、控訴人Ｅは、平成１４年６月（これは、原田医師によって感覚

障害が認められた平成１７年８月の診断よりも前である。）、左下肢静25 

脈瘤の手術のために総合医療センターに入院した際、触覚等の感覚につ
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いて問題はないとされている。どのような検査がなされたのかは明らか

ではないが、一般に手術に向けてなされたものであり、上記判断を採用

するのが相当である。併せて、幼少期の自覚症状は水俣病に特異的なも

のではないし、高濃度メチル水銀にばく露したとも認められないことか

らすれば、控訴人Ｅが５、６歳当時に鎌で指を切ったが痛みを感じなか5 

ったという経験をしていたとしても、控訴人Ｅの感覚障害が幼少期に発

症していたとは認められない。控訴人Ｅの上記主張は採用することがで

きない。 

   エ 二点識別覚検査の結果について 

     控訴人Ｅは、二点識別覚検査の結果からすれば、大脳皮質の損傷が強く10 

疑われると主張する。 

     しかし、補正後の原判決第３編第４章第１の２(2)ウ（原判決２３９頁

１１行目）に判示のとおり、二点識別覚検査は水俣病り患の判断に当た

って決定的な意味を有するものではない。控訴人Ｅの上記主張は採用す

ることができない。 15 

   オ 他原因による感覚障害の可能性について 

    (ｱ) 糖尿病性神経障害について 

     控訴人Ｅは、平成１４年に総合医療センターで手術を受けた際の麻酔

表（乙Ｃ５の１４〔５４頁〕）に糖尿病につき陰性である旨記載されて

いること、三浦医師らによる平成２６年８月の診断の際には、糖尿病の20 

疑いとされたにすぎず、その病態は初期の段階にとどまっていたこと、

平成１４年から平成２６年まで糖尿病の治療をしていないのに、三浦医

師らによる上記診断の際は初期段階にとどまっていたことから、控訴人

Ｅが糖尿病を発症したのは平成２６年８月の少し前であったと考えられ

ると主張する。そして、これを踏まえて、同月までに認められた感覚障25 

害は糖尿病性神経障害によるものではないと主張する。 
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     また、控訴人Ｅは、平成２６年８月当時の感覚障害については、糖尿

病が初期段階であることや神経伝導検査の結果等からすれば、糖尿病性

神経障害としての四肢の感覚障害ではないとも主張する。 

     しかし、平成１４年時の手術に際しての血液検査の結果は医療記録上

見当たらず（乙Ｃ５の１４）、控訴人Ｅの認識が示されたものに過ぎな5 

い可能性はある。そうではなく、仮に、同時点ではいまだ糖尿病を発症

しておらず、さらに控訴人Ｅにつき平成１５年９月になされた「転倒転

落アセスメント・スコアシート」の既往歴欄のとおり（補正後の原判決

別紙６－５第２の２(2)ウ(ｵ)。原判決４７０頁７行目）、同時点でも糖

尿病を発症していないとしても、控訴人Ｅの感覚障害が初めて発現した10 

のは平成１７年以降と認められるから、平成１５年９月までに糖尿病を

発症していないことは、控訴人Ｅの感覚障害が糖尿病性神経障害による

ことを否定するに足りない。 

     そして、補正後の原判決別紙第６－５第２の３(3)オ(ｱ)（原判決４８

３頁３行目）が認定判示するとおり、平成２６年８月当時の神経伝導検15 

査の結果や、血糖値・ＨｂＡ１ｃの数値、アキレス腱反射の減弱からは、

少なくとも同時点までに糖尿病性神経障害が認められた可能性があり、

糖尿病を発症した又はその疑いがあるとされたのが平成１５年９月より

も後であったとしても、その具体的な時期は明らかではない以上、平成

１７年以降に認められる感覚障害が、糖尿病性神経障害によるものであ20 

る可能性は否定できない。 

     なお、糖尿病の進行度と神経障害の出現とが相関しないのは、控訴人

Ｃでの控訴理由に対する判断で示したとおりである。また、控訴人Ｅの

神経伝導検査の結果は、糖尿病性神経障害と説明し得るものである（乙

Ｂ１１２）。 25 

     したがって、控訴人Ｅの主張は採用することができない。 
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   (ｲ) 手根管症候群について 

     控訴人Ｅは、手根管症候群に特徴的な神経症状が見られないこと、神

経伝導検査の結果からは手根管症候群の可能性があるとはいえないこと、

糖尿病と手根管症候群との因果関係は未確立であり、糖尿病にり患して

いるからといって、手根管症候群にり患している可能性があるとはいえ5 

ないことからすれば、控訴人Ｅの感覚障害が手根管症候群に起因する可

能性は低いと主張する。 

     しかし、手根管症候群の自覚症状として手指や手のしびれが認められ

るところ、補正後の原判決別紙６－５第２の２(3)（原判決４７０頁１

３行目）に認定のとおり、控訴人Ｅは、平成１７年以降も手のしびれを10 

複数回にわたって訴えている。また、控訴人Ｅの神経伝導検査の結果は

手根管症候群の可能性が疑われるべきものである（乙Ｂ１１２）。そし

て、控訴人Ｅに糖尿病性神経障害を疑わせるべき事情があり、同時に手

根管症候群の可能性もあるのであるから、糖尿病と手根管症候群の関係

性についての控訴人Ｅの主張をもってしても、控訴人Ｅの感覚障害が手15 

根管症候群の可能性があるという判断を左右するものではない。控訴人

Ｅの上記主張は採用することができない。 

   (ｳ) 頸椎椎間板ヘルニアについて 

     控訴人Ｅは、上肢の腱反射が正常であり、頸椎椎間板ヘルニアによる

神経根障害と整合しないこと、控訴人Ｅの感覚障害は両側性であり、頸20 

椎椎間板ヘルニアによる神経根障害としての感覚障害の分布と整合しな

いこと、控訴人Ｅに感覚障害とスパーリング徴候陽性の双方が認められ

たことはなく、頸椎椎間板ヘルニアと判断するための要件を満たしてい

ないことからすれば、控訴人Ｅの感覚障害が頸椎椎間板ヘルニアに起因

する可能性は極めて低いと主張する。 25 

      しかし、神経根障害がある者のうち半数前後は腱反射に異常は見られ
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ないといえるから（乙Ｂ１８０、弁論の全趣旨）、控訴人Ｅの上肢の腱

反射が正常であることは頸椎椎間板ヘルニアを否定する根拠とはならな

い。頸椎椎間板ヘルニアは一般的に上肢一側に放散痛やしびれが生じる

とされるが（甲Ｃ全１０・２３頁、乙Ｂ１８７、証人山本３３頁）、神

経症候は両側性の場合もあり（乙Ｂ１９０）、脊髄症状を呈した場合に5 

は、両側手指のしびれや四肢の感覚障害を起こすこともあるとされてお

り（乙Ｂ１８７）、控訴人Ｅの感覚障害が両側性であることは必ずしも

頸椎椎間板ヘルニアを否定するものではない。また、控訴人Ｅに平成２

６年８月には軽度であれスパーリング徴候が認められている。したがっ

て、控訴人Ｅの上記主張をもってしても、控訴人Ｅの感覚障害が頸椎椎10 

間板ヘルニアによる可能性は否定できない。控訴人Ｅの上記主張は採用

することができない。 

２１ 控訴人Ｆについて 

  (1) 認定事実 

    原判決別紙６－６第２の１及び２（原判決４８９頁１０行目から５０１頁15 

２５行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次の

とおり補正する。 

   ア 原判決４８９頁２６行目「甲Ｃ６の１５」を「甲Ｃ６の４、１５」に改

める。 

   イ 原判決４９０頁２行目から２１行目にかけて別紙６－５を引用する部分20 

の補正は、前記２０(1)のとおりとする。 

   ウ 原判決５０１頁２４行目「１９５」を「１９４」に改める。 

  (2) 判断 

    原判決別紙６－６第２の３（原判決５０１頁２６行目から５０９頁２６行

目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決５０25 

３頁６行目から７行目にかけての「前記２(1)ア(ｷ)」を「前記２(1)キ」に、
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５０６頁８行目「前記２(1)ア(ｴ)」を「前記２(1)エ」に、５０７頁６行目

「前記２(1)ア(ｱ)」を「前記２(1)ア」にそれぞれ改める。 

  (3) 主な控訴理由に対する判断 

   ア メチル水銀ばく露について 

控訴人Ｆは、居住歴・職歴、出生・成育時期、地域の汚染状況、家族の5 

ばく露状況、魚介類の摂取状況等からすれば、高濃度メチル水銀にばく

露したと主張する。 

     しかし、控訴人Ｆ（昭和３１年生まれ）は控訴人Ｅ（昭和２８年生まれ）

の３歳下の妹であり、成育歴は同じということができる。控訴人Ｆの上

記主張に対する判断は、控訴人Ｅについての判断（前記２０(3)ア）と同10 

様である。控訴人Ｆの主張は採用することができない。 

   イ 四肢末端優位の感覚障害について 

控訴人Ｆは、８回の感覚検査のうち５回で感覚障害が認められているこ

と、これを認めなかった３回のうち１回（公的検診）は信用できないこ

とに加えて、三浦医師らによる定量的な感覚検査の結果からすれば、水15 

俣病における最も基礎的、中核的な症候である四肢末端優位の感覚障害

が認められると主張する。 

     しかし、控訴人Ｆが信用性を否定すべきと主張する公的検診を除いても、

控訴人Ｆの感覚障害は消失・出現を繰り返し、出現部位や範囲も変化し

ている。脳の不可逆的な器質的損傷によって生じるというメチル水銀ば20 

く露に基づく感覚障害の発生機序からすれば、控訴人Ｆについて、水俣

病に典型的な四肢末端優位の感覚障害は認められない。控訴人Ｆの上記

主張は採用することができない。 

   ウ 難聴について 

     控訴人Ｆは、複数の文献を指摘し、感音性難聴（内耳性難聴）について、25 

水俣病発症から長期間経過した時点で継続する難聴に含まれるとしたう
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えで、控訴人Ｆの内耳性難聴はメチル水銀ばく露に起因する蓋然性が高

いと主張する。 

     しかし、控訴人Ｆが指摘する文献のうち、新潟大学医学部耳鼻咽喉科猪

初男らによるもの（甲Ｃ６の１７）、熊本大学医学部耳鼻咽喉科学教室

野坂保次らによるもの（甲Ｃ６の１８）及び同教室佐藤武男らによるも5 

の（甲Ｂ３）はいずれも水俣病の認定患者の中に内耳性難聴を認めた例

があることを指摘するにとどまるというべきである。また、国立熊本病

院耳鼻咽喉科土生健二郎によるもの（甲Ｃ６の１４）は、内耳性難聴が

激減した旨が報告されており、控訴人Ｆの経過と相容れず、その主張を

根拠づけるものとはいえない。 10 

メチル水銀中毒によって内耳性難聴を発症する可能性は否定できないと

しても、控訴人Ｆについてみれば、当初軽症であったものが経時的に悪

化し、長期間にわたって内耳性難聴が維持されるとの経過をたどってお

り、水俣病による難聴の特徴と相容れない。したがって、控訴人Ｆの難

聴はメチル水銀ばく露によるものとは認められず、控訴人Ｆの上記主張15 

は採用することができない。 

   エ 二点識別覚検査の結果について 

     控訴人Ｆは、二点識別覚検査の結果からすれば、大脳皮質の損傷が強く

疑われると主張する。 

     しかし、補正後の原判決第３編第４章第１の２(2)ウ（原判決２３９頁20 

１１行目）に判示のとおり、二点識別覚検査は水俣病り患の判断に当た

って決定的な意味を有するものではない。控訴人Ｆの上記主張は採用す

ることができない。 

２２ 控訴人Ｇについて 

  (1) 認定事実 25 

    原判決別紙６－７第２の１及び２（原判決５１４頁４行目から５３０頁８
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行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとお

り補正する。 

ア 原判決５１７頁８行目「甲Ｃ７の８」を「甲Ｃ７の１０」に、２５行目

「１５、１６、」を「乙Ｃ７の１７」にそれぞれ改める。 

イ 原判決５３０頁６行目「１７、」を削除する。 5 

  (2) 判断 

    原判決別紙６－７第２の３（原判決５３０頁９行目から５３６頁２２行目

まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補

正する。 

   ア 原判決５３２頁１行目「障害があるとされたものの」から２行目「椎間10 

板ヘルニアによるものと判断され」までを「障害があるものとされた。

また、併せて、椎間板ヘルニアが指摘され」に改める。 

   イ 原判決５３４頁２３行目「的確な証拠がない」の次に「上に、控訴人Ｇ

は、原田医師に対し、学生時代はどうもなかったが、平成１４年から左

手にしびれ感がある旨を申告している」を加える。 15 

   ウ 原判決５３５頁１７行目から５３６頁４行目までを次のとおり改める。 

   「(ｲ) 頸椎症の可能性を検討すると、控訴人Ｇに認められる症状はこれと整

合的である。 

しかし、頸椎症は、臨床的に、頸椎エックス線画像上、椎間腔狭小、

前棘又は後棘形成、椎間孔狭小のいずれかの所見が認められるとされて20 

いる（補正後の原判決別紙６－２第２の２(12)ウ(ｱ)。原判決３６９頁

２４行目）。控訴人Ｇは、首や肩の痛み、こり等を訴えて、平成１３年

４月以降、複数回にわたって平田整形外科クリニックを受診し、その都

度、頸椎Ｘ線写真を撮ったものと認められるが（乙Ｃ７の１３）、同ク

リニックにおいて、椎間腔狭小等の指摘を受けた様子はない。さらに、25 

平成２６年８月の三浦医師らの診察でも、頸部Ｘ線写真画像上もＭＲＩ
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画像上も異常所見は認められなかった（甲Ｃ７の３、５）。平成２７年

１０月の公的検診に至り椎間腔狭窄が指摘されたが、Ｃ５／６椎間腔

「やや狭」というものである（乙Ｃ７の１）。そうすると、１３年以上

の間に得られた画像所見は頸椎症の所見と合致せず、平成２７年の画像

所見上もやや狭いという程度のものからすれば、頸椎症の可能性は医学5 

的に否定されるものと解される。 

したがって、控訴人Ｇの感覚障害が頸椎症による可能性はないという

べきである。この限りでは、控訴人Ｇの主張は理由がある。 

    (ｳ) 控訴人Ｇの肩こり、しびれ等の症状に加えて、平成１７年４月にライ

ト徴候陽性とされたことからすれば、胸郭出口症候群の可能性は否定で10 

きない。 

    (ｴ) 腰部変形性脊椎症は、馬尾又は神経根が慢性的に圧迫されると、下肢

のしびれや間欠跛行、神経根性疼痛の症状が生じる（補正後の原判決別

紙６－７第２の２(8)ウ(ｱ)。原判決５２９頁２２行目）。これらは、控

訴人Ｇの症状と整合する。 15 

また、変形性脊椎症では、単純Ｘ線写真で、椎間板腔や椎間関節腔の

狭小化、骨棘形成などを認める（乙Ｂ１７２）。控訴人Ｇは、平成１０

年以降、腰部痛等を訴えて、平田整形外科クリニックを受診し、平成２

０年１０月には、腰椎Ｘ線写真撮影の上で変形性脊椎症と診断されてい

て（乙Ｃ７の１３、１５）、同クリニックでの診断の信用性を否定すべ20 

き事情はない。 

      もっとも、控訴人Ｇは、平成２６年８月の三浦医師らの診察で、腰部

Ｘ線写真画像上もＭＲＩ画像上も異常所見は認められなかった（甲Ｃ７

の３、５）。平成２６年の所見と、平成２０年の変形性脊椎症との診断

との関係は不明といわざるを得ないが、少なくとも平成２０年の診断の25 

前後に認められる症状については、変形性脊椎症による可能性は否定で
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きない。 

なお、控訴人Ｇの症状をすべて変形性脊椎症のみで説明する必要はな

く、現に下肢に症状が現れている以上、控訴人Ｇに認められる感覚障害

が全身性のものであることは、変形性脊椎症を否定する理由にはならな

い。 5 

    (ｵ) このように、控訴人Ｇの感覚障害は、他原因である可能性が否定でき

ない。」 

  (3) 主な控訴理由に対する判断 

   ア メチル水銀ばく露について 

     控訴人Ｇは、居住歴・職歴、出生・成育時期、魚介類の摂取状況、居住10 

地区及び同居家族のばく露状況等からすれば、高濃度メチル水銀にばく

露したと主張する。そして、水俣湾での漁の自粛要請、芦北の魚介類の

漁獲不振、不知火海沿岸漁民による陳情やデマの存在は、魚介類の摂取

状況には関係せず、控訴人Ｇの居住地区では、たんぱく源となる食物が

なく、魚介類を中心とした食生活を送っていたと主張する。 15 

     控訴人Ｇが生まれ育った女島沖地区では、海と傾斜の急な山並みに囲ま

れており、ほとんどの住民が漁業を生業としていて、自ら漁獲した魚介

類が食卓の中心であって、これを多食していたと認められる。 

もっとも、父Ｇ１は、要旨、次のとおり述べているところ、同供述の信

用性を否定すべき事情はない。 20 

「浮遊魚を見かけるようになり、昭和３４年頃は焼いて食べていたが、

その原因もわからなかった、次第にイリコを揚げる網に白いヘドロのよ

うなものが溜まるようになり、そのイリコを食べた猫が死ぬようになっ

て、イリコを捨てるようになった、水俣病関連の事件以降、自ら魚を獲

ることはなくなり、もらった魚を食べるぐらいであって、水銀に汚染さ25 

れているため、これ以上食べてはいけないとの意識があったことから、
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魚の摂取はなるべく控えた。（乙Ｂ２４２）」 

そうすると、補正後の原判決別紙６－７第２の１(5)（原判決５１８頁

１５行目）のとおりの事実を認定することができる。これら事実に加え

て、控訴人Ｇが昭和３５年生まれであること、叔父Ｇ２は昭和３７年に

巾着網漁を辞めたこと等も併せて考慮すると、遅くとも控訴人Ｇの少年5 

期には、控訴人Ｇ一家の魚介類の摂取量は相当程度減少したと認められ

る。 

なお、前記１６（２）イのとおり、当時保健所長であった伊藤は、漁師

の生活は貧しく、昭和３２年から３３年頃には県指導の自主規制があま

り守られなくなり、水俣湾内で漁をして、汚染されている魚と思いなが10 

らも、これを食する者が出てきたと証言しているが、父Ｇ１が上記のと

おり自ら魚の摂食を控えた旨を述べており、伊藤の証言によって、上記

認定は左右されない。 

したがって、控訴人Ｇの上記主張は採用することができない。 

   イ 感覚障害の所見の変動について 15 

     控訴人Ｇは、感覚検査のたびに四肢の感覚障害が認められているし、比

較法を用いて四肢末端の感覚障害が認められた場合には、全身性の感覚

障害を発見できない場合もあり得るのであって、所見の変動が生じたも

のではないと主張する。 

     しかし、前記１５(10)アのとおり、比較法によることが不相当とはいえ20 

ない。そして、全身性の感覚障害に所見の変動が見られるのは、補正後

の原判決別紙６－７第２の３(3)エ（原判決５３４頁２６行目）が認定す

るとおりである。控訴人Ｇの上記主張は採用することができない。 

   ウ 感覚障害の発症時期について 

     控訴人Ｇは、１０歳頃にはすでに水俣病を発症していたと主張する。 25 

     しかし、控訴人Ｇが主張する、からす曲がり、頭痛、めまい、耳鳴り等
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の自覚症状は、水俣病に非特異的な症候であり、これをもって発症の事

実を認めるに足りない。 

     感覚障害についてみれば、補正後の原判決第３編第４章第４の１（原判

決２４３頁５行目）が判示するとおり、胎児期から幼少期にかけてメチ

ル水銀ばく露を受けた者は、症状の存在自体を認識することが困難と考5 

えられ、この点は控訴人Ｇが指摘するとおりである。しかし、控訴人Ｇ

の場合、原田医師がその感覚障害を認めた平成１７年４月（当時４５歳）

の診察において、学生時代はどうもなかったが、３年前から左手にしび

れ感があると述べたうえで、四肢末端に痛覚及び触覚の障害があると診

察された。そうすると、控訴人Ｇは、遅くとも同診察時点では感覚障害10 

を認識できているのであるから、幼少期にも発症していたというのであ

れば、学生時代はどうもなかったなどと述べることはないと考えられる。

自ら感覚障害の存在を認識し、実際に医師によりこれを診断された平成

１７年をもって、感覚障害が発現したと認めるのが相当である。なお、

仮に控訴人Ｇが公的検診で述べるように平成５年（当時３３歳）に感覚15 

障害が発現していたとしても、水俣病の発生機序と齟齬する。控訴人Ｇ

の上記主張は採用することができない。 

   エ 二点識別覚検査の結果について 

控訴人Ｇは、二点識別覚検査の結果からすれば、大脳皮質の損傷が強く

疑われると主張する。 20 

     しかし、補正後の原判決第３編第４章第１の２(2)ウ（原判決２３９頁

１１行目）に判示のとおり、二点識別覚検査は水俣病り患の判断に当た

って決定的な意味を有するものではない。控訴人Ｇの上記主張は採用す

ることができない。 

   オ 他原因による感覚障害の可能性について  25 

    (ｱ) 更年期障害について 
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      控訴人Ｇは、更年期障害において感覚障害を発症するという報告は患

者が申告した不定愁訴を中心にして調査した結果をまとめたものであり、

医師が実施した神経学的診察により得られた所見によるものではないし、

更年期障害を発症した患者について何らかの知覚障害を発現する頻度は

２～３％に過ぎず、ましてや四肢末端優位や全身性の感覚障害を発現す5 

る症例は報告されていないとして、控訴人Ｇの感覚障害は更年期障害に

よるものではないと主張する。 

      しかし、控訴人Ｇに認められる感覚障害は、ばく露終了時期から相当

期間が経過した時点で発現しており、メチル水銀ばく露によって脳が器

質的損傷を受けたことによる感覚障害であることと整合しない。更年期10 

障害は多彩かつ不安定な自覚症状からなり、器質的な損傷は認められな

い（乙Ｂ１６５）。したがって、感覚障害に関する報告が神経学的検査

を受けた結果でないとしても、控訴人Ｇの感覚障害それ自体が上記のと

おりのものであるから、むしろ不定愁訴症候群である更年期障害の症状

と整合するといえる。控訴人Ｇは、その発症頻度や部位についても主張15 

するが、それによって、器質的損傷を伴わない不定愁訴たる症状を否定

できるものではない。控訴人Ｇの上記主張は採用することができない。 

    (ｲ) 胸郭出口症候群について 

      控訴人Ｇは、平成２６年８月の三浦医師らの診察では、Ｘ線写真上、

胸郭出口付近に異常はなく、腕を上げたときに痛みが増強することを経20 

験していないことから、胸郭出口症候群ではないと主張する。 

      しかし、胸郭出口症候群は、血管圧迫型、神経牽引型、混合型の３つ

があり、頸椎Ｘ線写真によって、なで肩の患者であれば、側面像でＴ２

～Ｔ３の椎体が見えるとされるが（乙Ｂ１７１）、画像所見のみでり患

の事実を否定できるかは明らかではない。腕を上げた場合の痛みの増強25 

が胸郭出口症候群に必発の症状であるとまでは認められず、これがない
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からといって、り患の可能性が否定されるものではない。控訴人Ｇの上

記主張は採用することができない。 

    (ｳ) 腰部変形性脊椎症について 

      控訴人Ｇは、三浦医師らの診察において、ラセーグ徴候陰性、バビン

スキー反射陰性、チャドック反射陰性であり、腰部変形性脊椎症の神経5 

症状と合致しないし、同診察のＸ線写真及びＭＲＩ検査では腰部に異常

はないとされていること、控訴人Ｇの感覚障害は全身性であることから

すれば、控訴人Ｇの感覚障害は腰部変形性脊椎症によるものではないと

主張する。 

      しかし、前記(2)ウで原判決を補正したとおりである。控訴人Ｇの上10 

記主張は採用することができない。 

２３ 結論 

よって、原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がない。 

福岡高等裁判所第１民事部 
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